
北海道労働局 令和４年度 行政運営方針取組結果報告（上半期）資料 

 

 

１ 雇用環境・均等部における重要施策 

 １ʷ１ 女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ 

 １ʷ２ 小学校休業等対応助成金のリーフレット 

１ʷ３ 就職活動やインターンシップ中のハラスメントの相談（リーフレット） 

１ʷ４ 北海道働き方改革推進支援センターのリーフレット 

 １ʷ５ テレワーク・セミナー概要（厚生労働省委託事業）リーフレット 

 １ʷ６ 人材確保等支援助成金（テレワーク）のご案内 

 １ʷ７ 業務改善助成金（通常コース）のご案内 

 １ʷ８ 業務改善助成金（特例コース）のご案内 

 １ʷ９ 「令和３年度個別労働紛争解決制度の施行状況」（記者発表資料） 

 

２ 労働基準部における重点施策 

２ʷ１ 11 月「過労死等防止月間」に「は過重労働解消キャンペーン」を実施します。

（リーフレット） 

 ２ʷ２ 過労死等防止対策推進信シンポジウム（チラシ） 

 ２ʷ３ 業種別労働災害発生状況（R4.1.1～9.30） 

 ２ʷ４ 業種別・事故の型別・起因物別死傷災害発生状況 

 ２ʷ５ 職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため～取組の５つのポ

イント～を確認しましょう！（リーフレット） 

２ʷ６ 「未払賃金の立替払制度」の御案内 

２ʷ７ 労働基準関係法令違反に係る公表事案 

２ʷ８ 「労災かくし」は犯罪です。 

２ʷ９ 労働基準監督官行動規範 

２―10 小売業・介護施設ＳＡＦＥ協議会構成員名簿 

 

３ 職業安定部における重点施策 

 ３ʷ１ 就職氷河期世代活躍支援（リーフレット） 

３ʷ２ マザーズハローワーク札幌チャットサービスのご案内（リーフレット） 

３ʷ３ 札幌わかものハローワークのご案内（リーフレット） 

３ʷ４ 人材開発支援助成金（リーフレット） 



３ʷ５ 人材開発支援助成金制度見直しのご案内（リーフレット） 

３ʷ６ 高年齢者就業確保措置について（リーフレット） 

３ʷ７ 「生涯現役支援窓口」のご案内（リーフレット） 

３ʷ８ 新たな「生涯現役地域づくり環境整備事業」 

３ʷ９ ハローワーク札幌外国人・留学生支援コーナー（リーフレット） 

３ʷ10 地域外国人材受入れ・定着モデル事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ

女性の活躍に関する「情報公表」が変わります

以下のA～Cの３項目の情報を公表する必要があります。

●女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
A：以下の８項目から１項目選択 ＋ B：⑨男女の賃金の差異（必須）＊新設

●職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
C：以下の７項目から１項目選択

事業主の皆さまへ

各区分の情報公表項目

厚生労働省令を改正し、女性の活躍に関する情報公表項目を追加します。事業主の皆さまは、下記の
改正内容をご覧の上、ご準備をお願いいたします。

「職業生活と家庭生活との両立」

以下の７項目から１項目選択
※従来どおり

①男女の平均継続勤務年数の差異

②10事業年度前およびその前後の事業年
度に採用された労働者の男女別の継続
雇用割合

③男女別の育児休業取得率

④労働者の一月当たりの平均残業時間

⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当た
りの平均残業時間

⑥有給休暇取得率

⑦雇用管理区分ごとの有休休暇取得率

常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主は、下記16項目から任意の１項目以上の情報公表が必要です。

区 分
男女の賃金の差異

（男性の賃金に対する女性の
賃金の割合）

全労働者 XX.X％

正社員 YY.Y％

パート・有期社員 ZZ.Z％

「男女の賃金の差異」の情報公表のイメージ

※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示。
※計算の前提とした重要事項を付記
（対象期間、対象労働者の範囲、「賃金」の範囲等）

付記事項（例）
・対象期間：●●事業年度（●年●月●日～●年●月●日）
・正社員：社外への出向者を除く。
・パート・有期社員：契約社員、アルバイト、パートが該当。
・賃金：通勤手当等を除く。

「女性労働者に対する職業生活に関する
機会の提供」

以下の①～⑧の８項目から１項目選択
＋

⑨の項目（必須）＊新設

①採用した労働者に占める女性労働者の
割合

②男女別の採用における競争倍率

③労働者に占める女性労働者の割合

④係長級にある者に占める女性労働者の
割合

⑤管理職に占める女性労働者の割合

⑥役員に占める女性の割合

⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績

⑧男女別の再雇用または中途採用の実績

⑨男女の賃金
の差異

（必須）

＊新設

・「男女の賃金の差異」は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合（パーセント）で示します。

・「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。

労働者が301人以上の事業主の皆さま

2022（令和４）年７月８日施行

今年７月８日の施行に伴い、初回「男女賃金の差異」の情報公表は、施行後に最初に終了する
事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね３か月以内に公表していただきます。

別添
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■ 情報公表の際は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」を
ご活用ください。
URL：https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

■「男女の賃金の差異」の情報公表に関する詳細を含め、女性活躍推進法の詳細は、
厚生労働省ウェブサイト（女性活躍推進法特集ページ）をご覧ください。
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

■一般事業主行動計画の策定等については、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部（室）まで
お問い合わせください。

お問い合わせ先

都道府県労働局 雇用環境・均等部（室） 受付時間8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

自社の実情を正しく理解してもらうために『説明欄』を有効活用しましょう
「男女の賃金の差異」以外の情報を任意で追加的に公表できます

• 求職者等に対して、比較可能な企業情報を提供するという目的から、「男女の賃金の差異」は、
すべての事業主が共通の計算方法で数値を公表する必要があります。

• その上で、「男女の賃金の差異」の数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、
事業主の任意で、より詳細な情報や補足的な情報を公表することもできます。

• 自社の女性活躍に関する状況を、求職者等に正しく理解してもらうためにも、『説明欄』等を
活用し、追加的な情報の公表をご検討ください。

任意の追加的な情報公表の例
自社における男女間賃金格差の背景事情がある場合に、追加情報として公表する。
例えば、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃
金水準の低い女性労働者が増え、男女賃金格差が前事業年度よりも拡大した、など。

より詳細な雇用管理区分（正規雇用労働者を正社員、勤務地限定正社員、短時間正社員に区分
する等）での男女の賃金の差異や、属性（勤続年数、役職等）が同じ男女労働者の間での賃金
の差異を、追加情報として公表する。

契約期間や労働時間が相当程度短いパート・有期労働者を多数雇用している場合に、次のよう
な方法で男女の賃金の差異を算出し、追加情報として公表する。
・正社員、パート・有期労働者それぞれの賃金を１時間当たりの額に換算する

時系列で男女の賃金の差異を公表し、複数年度にわたる変化を示す。

都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924

青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-3212 愛 媛 089-935-5222

岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6041

宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894

秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218

山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050

福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865

茨 城 029-277-8295 長 野 026-227-0125 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025

栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821

群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239

埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380

千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718
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就職活動やインターンシップ中の
ハラスメントに関するお悩みは

都道府県労働局にぜひご相談ください！
就職活動中等のハラスメントに関するお悩みは、都道府県労働局雇用

環境・均等部（室）にご相談ください(大学のキャリアセンターの担当者
と一緒にご相談いただくことも可能です)。

相談内容等に応じて雇用環境・均等部（室）では以下の対応を行います。
●就職活動中の学生等へのハラスメント防止のための事業主への助言
●就活セクハラ等についてのトラブルの解決援助 等

都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号 都道府県 電話番号

北海道 011-709-2715 東 京 03-3512-1611 滋 賀 077-523-1190 香 川 087-811-8924
青 森 017-734-4211 神奈川 045-211-7380 京 都 075-241-0504 愛 媛 089-935-5222
岩 手 019-604-3010 新 潟 025-288-3511 大 阪 06-6941-8940 高 知 088-885-6027
宮 城 022-299-8844 富 山 076-432-2740 兵 庫 078-367-0820 福 岡 092-411-4894
秋 田 018-862-6684 石 川 076-265-4429 奈 良 0742-32-0210 佐 賀 0952-32-7218
山 形 023-624-8228 福 井 0776-22-3947 和歌山 073-488-1170 長 崎 095-801-0050
福 島 024-536-4609 山 梨 055-225-2851 鳥 取 0857-29-1709 熊 本 096-352-3865
茨 城 029-277-8295 長 野 026-223-0551 島 根 0852-31-1161 大 分 097-532-4025
栃 木 028-633-2795 岐 阜 058-245-1550 岡 山 086-225-2017 宮 崎 0985-38-8821
群 馬 027-896-4739 静 岡 054-252-5310 広 島 082-221-9247 鹿児島 099-223-8239
埼 玉 048-600-6210 愛 知 052-857-0312 山 口 083-995-0390 沖 縄 098-868-4380
千 葉 043-221-2307 三 重 059-226-2318 徳 島 088-652-2718

▶▶都道府県労働局雇用環境・均等部(室)一覧

相談は無料です。匿名でも大丈夫です。プライバシーは厳守されるのでご安心ください。
受付時間 8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf

～就職活動におけるハラスメントにあわないために、知っておきたい２つのポイント～

①採用担当者との食事や飲酒、密室での面談、個人携帯メール等でのやりとりは避ける。
過去の就活セクハラの事件では、採用担当者が、食事や飲酒の強要、個室での１対１の面談を求める

行為、個人の携帯メールやLINE等で連絡を入れてくるといったことがありました。こういった不適切な
要求等に応じる必要はありません。（多くの企業では、１人の社員が就活生の合否判定を決定するので
はなく、複数の担当者が採用面接等に対応しています。）

②早い段階で相談を！
OB・OG訪問を含めて、就職活動の際に、これはハラスメントではないかと思ったら、自身の安全

を守るためにも１人で抱え込まず、所属大学のキャリアセンター、都道府県労働局雇用環境・均等部
（室）などに早い段階で相談することをお勧めします。

https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
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★「これってハラスメントかも？」と思ったらどんなことでもご相談ください。
★プライバシーは厳守いたします。
★ご希望がない限り、相談があったことを企業には伝えません。

セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントなどについては、法律等に基づき、行っては
ならない旨の方針の明確化や相談窓口の設置など雇用管理上の防止措置義務が事業主に課されて
います。
指針においては就職活動中の学生やインターンシップを行っている方に関しても、同様の方針

の明確化や、相談があった場合の適切な対応等を行うことが望ましいとされています。

些細なことでも結構です。
就職活動中等のハラスメントに関するお悩みがある方は、ご相談を！

都道府県労働局
雇用環境・均等部（室）
※新卒応援ハローワーク
でも相談可能です。大 学 等

キャリアセンター

トラブルの解決援助制度の説明 防止に向けた事業主への助言等
（※）

（※）助言内容(例)
○事業主自らと労働者も、就活生等に対する言動について、セクハラ等が起きないよう、必要な注意を払う
よう努めること。

○職場において就活生等に対する言動についても、セクハラ等を行ってはならない方針を明確に示すこと。
○セクハラ等に類する相談があった場合には、雇用する労働者への措置を参考に、必要に応じて適切に対応
すること。等

・大学のキャリアセンター、都道府県労働局（雇用環境・均等部（室））、新卒応援ハロー
ワークのいずれでも相談可能です。

・事業主への助言等は都道府県労働局雇用環境・均等部（室）で行いますので、大学のキャ
リアセンター、新卒応援ハローワークに相談をした場合は、相談内容によっては雇用環
境・均等部（室）に相談内容を共有して、対応することになります。

オンライン面接の時
に「全身を見せて」
と言われた

インターンシップ
やOB訪問などで食
事やデートにしつ
こく誘われた

「恋人がいるの
か」と聞かれた

性的な言動に対して
拒否・抵抗したら、
内定を取り消された

連携

共有



厚生労働省 北海道労働局
本事業は、 厚生労働省 北海道労働局から
株式会社東京リーガルマインドが受託し
実施する事業です。

社員の賃金を
見直したいけれど、

利用できる
助成金はある?

テレワークを
始めたいけれど・・･。

パワハラ対策って、
具体的に何を
すればいいの？

パートやバイトにも
正社員と同じ
手当が必要?

建設業も、労働時間の
規制が厳しくなる

って聞いたけど・・・。社会保険労務士など

専門家がサポートします!
人材確保や育成、 助成金、労務管理など、働き方に関する
お悩みをお受けし、課題解決のための改善提案を行います。 

お問い合わせ先

北海道働き方改革推進支援センター
[厚生労働省北海道労働局委託事業]
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-33リープロビル3階
（地下鉄大通駅7番出口徒歩3分、 札幌駅前地下歩行空間9番出口徒歩1分）

ご相談方法

ご相談無料

お申し込みは裏面をご覧ください

011-206-8365FAX
E-mail : hokkaidou-hatarakikata@lec-jp.com  URL : https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/hokkaidou.html

働き方改革
お手伝いします！

0800-919-1073
（ 9:00~17:00／土･日･祝日を除く )

通話無料
フリーコール

電話・来所・メール

ご相談無料

専門家による企業訪問

事業所を最大6回まで
無料で訪問

無料サポート セミナー開催、セミナー講師派遣

札幌駅

北海道働き方
改革推進支援
センター

札幌時計台

札幌グランドホテル

りそな銀行
36

札
幌
駅
前
通
り
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FAX 北海道働き方改革
推進支援センター

（部署・役職含む）

□ 企　業　訪　問
□ センター来所

□同一労働・同一賃金 （不合理な待遇差の禁止） について
□働き方改革関連法全般について
□時間外労働の上限規制について
□賃金規定の整備･賃金引上げに向けた環境整備
□改正育児・介護休業法について
□その他 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

□助成金について
□年次有給休暇の取得について
□人材確保に資する技術的な相談
□テレワーク導入の際の留意点について
□ハラスメント対策について

希 望 日 第1希望
第2希望
第3希望

月
月
月

日
日
日

時～
時～
時～

011-206-8365
企業相談 FAX申込書

必要事項をご記入いただき､ 上記FAX番号にお送りください。

ご相談内容

会  社  名

業    種

住    所

T E L

従業員数
担当者名

相談事例

就業規則が昔作ったままの状態で改定をしていないた
め、法令を遵守するように改定したい。改定すべきポイン
トなどを教えてほしい。

現状の就業規則をチェックし、年次有給休暇に関する
規定、副業・兼業に関する規定等、改正に対応した形
となるように改定ポイントのアドバイスを行った。何回か
情報交換を繰り返して、法令に沿った形に改定を行っ
ていった。

最初はどこから手をつけたらよいかわからない状態で
あったが、情報交換や知識の提供を行っていくうちに
事業主が自身で労働基準法等の法令の内容を理解
し、自社の実態に沿うように就業規則を自力で改定す
ることができた。また、自社の労働者の雇用を守り、待
遇を維持したいという事業主の思いを就業規則に反
映させることができた。

印刷業

相談内容

専門家の
支援

支援後の
効果

年次有給休暇が取得しにくい社内制度で、社員か
ら有給取得の申請がほとんどない状況となってい
る。その上、繁忙期、閑散期ともに残業時間も多い。

有給休暇を取得しやすい制度改定と、閑散期の
祝日の前後や合間に計画的付与を行うようアドバ
イスした。加えて、閑散期に週1回のノー残業デー
を設け全社員に周知し、有給休暇の取得状況や、
残業時間の削減状況を、「見える化」するようアド
バイスした。

年次有給休暇の申請制度改定と計画的付与の
導入により、年次有給休暇を気兼ねなく取得でき
る空気感が社内に広がり、取得率が向上した。ま
た、ノー残業デーを設けることで社員にも無駄な残
業を行わない意識が高まり、年約４５時間の残業
が削減された。

相談内容

専門家の
支援

支援後の
効果

製造業

※新型コロナウイルス感染症予防の
ため、 来所相談をご希望の際は事前
に電話・メール・FAX にてご予約い
ただきますようお願い申し上げます。
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※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者１人当たりの付加

価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性

と、その３年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水

準を超えている場合等に、加算して支給されます。

事業場内最低賃金920円未満の事業場も賃

金引き上げ労働者数10人以上の助成上限

額区分を利用できます。

(a) 特例対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因に

より利益率※が前年同月に比べ３%ポイント以上低下した事業

者」を特例の対象事業者に追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（申請前３か月のうちの任意の1か月の

総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

(b) 売上高等が減少している

事業者の要件緩和

「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少して

いる事業者」の要件を緩和します。

・売り上げ減少幅 ：「30％」→「15％」

・売上高の比較対象期間：「2年前まで」→「3年前まで」

(c) 助成上限区分の緩和
(a)(b)いずれかの要件を満たす事業者は賃金引き上げ労働者数

10人以上の助成上限額区分を利用できます。

(d) 助成対象経費の要件緩和

特例で助成対象経費となる自動車の要件を緩和します。

「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万

円以下」

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

9 2 0円以上 3/4 4/5

8 7 0円以上
9 2 0円未満

4/5 9/10

8 7 0円未満 9/10

交付申請書・事業実施計画

などを事業場所在地を管轄

する都道府県労働局に提出

交付決定後、提出

した計画に沿って

事業実施

労働局に事業実施

結果を報告

助成金支給までの流れ

審査・
交付決定

支
給

業務改善助成金（通常コース）のご案内
「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大など制度が充実します

業務改善助成金（通常コース）は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げ、設備投

資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。新型コロナウイルス

感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けら

れています。

審査

２．最低賃金が低い事業者への助成率が引き上げられます

１．原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者に特例が適用されます

新型コロナの影響で売上高等が減少した事業者が特例を受けやすくなります

拡充のポイント

事業内最低賃金

引き上げ

原材料費の高騰などで利益が減少した事業者に、特例を適用するなど、拡充を行いましたので、ぜひご

活用ください。

設備投資等
機械設備、コンサルティング

導入、人材育成・教育訓練

費用の一部

を助成

事業場内最低
賃金

助 成 率
生産性※要件を
満たした事業者

の助成率

９００円以上 3/4 4/5

９００円未満 4/5 9/10
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※申請期限：令和５年１月31日

コース区分 引き上げ額 引き上げる労働者数 助成上限額 助成対象事業場

3 0 円コース 30円以上

１人 ３０万円

以下の要件を両方満
たす事業場

• 事業場内最低賃金
と地域別最低賃金
の差額が30円以内

• 事業場規模100人
以下

２～３人 ５０万円

４～６人 ７０万円

７人以上 １００万円

10人以上※ １２０万円

4 5 円コース 45円以上

１人 45万円

２～３人 70万円

４～６人 1 0 0万円

７人以上 1 50万円

10人以上※ 1 80万円

6 0 円コース 60円以上

１人 60万円

２～３人 90万円

４～６人 1 50万円

７人以上 2 3 0万円

10人以上※ 3 0 0万円

9 0 円コース 90円以上

１人 90万円

２～３人 1 50万円

４～６人 2 70万円

７人以上 450万円

10人以上※ 60 0万円

働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引き上げに取り組む方に、設備資金や

運転資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金融公庫の窓口にお問い合わせください。

• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。

• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

• 事業完了の期限は、令和５（2023）年３月31日です。

日本政策金融公庫
店舗検索ページ

（R4.９.１）

※ 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。

①賃金要件：事業場内最低賃金920円未満の事業場

②生産量要件：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３か月間の月平均値が前年、前々年または３年前の同じ月に

比べて、15％以上減少している事業者

③物価高騰等要件：原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前３か月間のうち任意の１月の利

益率

が３％ポイント以上低下している事業者

各コースの概要

注意事項

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0 1 2 0 - 36 6 - 4 4 0（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ



業務改善助成金（特例コース）のご案内
対象期間延長とともに

「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました

• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。

• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた

場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。

 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後

の賃金額を支払っていること

就業規則等がない場合は､「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。

 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費（関

連する経費）がある場合は、その費用も支払う必要があります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

１．申請期限と賃上げ対象期間を延長します

２．対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます

『業務改善助成金特例コース』は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少し

た中小企業事業者等を支援する助成金です。

対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が５％ポイント以上低下した事業者を対象

に追加するなどの拡充を行いましたので、ぜひご活用ください。

変 更 前 変 更 後

申請期限 令和４年７月29日まで 令和５年１月31日まで

賃 上 げ

対象期間

令和３年7月16日から

令和３年12月31日まで

令和３年７月16日から

令和４年12月31日まで

支給要件

 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること

① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30％以上

減少している事業者

・比較する売上高等の生産指標：令和３年４月～令和４年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値

・比較対象期間：前年、前々年または３年前の同期

② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和３年４月から令和４年12月のうち

任意の１月における利益率が５％ポイント以上低下した事業者

 令和３年７月16日から令和４年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること

引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。

以下の要件をいずれも満たす必要があります。対象となる事業者（事業場）

助成対象事業者

の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率※が前

年同月に比べ５％ポイント以上低下した事業者」を追加します。

※売上高総利益率または売上高営業利益率（令和３年４月から令和４年12月のうち、任意

の１か月の総利益または営業利益の金額を売上高で除した率）

売上高等の

比較対象期間

見直し

売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間を見直します。

見直し前：令和３年４月から［令和３年12月まで］

見直し後：令和３年４月から［令和４年12月まで］
※比較対象期間を２年前まで→３年前までに変更

助成率の

引き上げ
【一律3/4】を､事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に
引き上げます。

拡充のポイント
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（R4.９.１）

引き上げる
労働者数

上 限 額

1人 3 0万円

2人～3人 5 0万円

4人～6人 7 0万円

7人以上 1 0 0万円

助成金の要綱・要領や、申請書の様式、記載例等はウェブサイトからダウンロードできます。

特例コースの概要

[参考]

日本政策金融公庫では､事業場内最低賃金の引

き上げに取り組む方に対して、設備資金や運転

資金の融資を行っています。

詳しくは、事業場がある都道府県の日本政策金

融公庫の窓口にお問い合わせください。

担当部署：

各都道府県日本政策金融公庫

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

助成額・助成率

助成額 最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率

助成率

事業場内最低賃金により異なります。

920円未満：４／５

920円以上：３／４

A 生産向上等に資する

設備投資等

機械設備※１、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など

※１：PC、スマホ、タブレットの新規購入、乗車定員７人以上又は車両

本体価格200万円以下の自動車なども対象（自動車は乗車定員

11人以上から拡充）

B 業務改善計画に計上された

関連する経費※２

広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設

など

※２：「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます

助成対象

助成金支給までの流れ

交付申請書・事業実施計画などを提出する

・提出先：事業場所在地を管轄する都道府県

労働局 雇用環境・均等部(室)

・締め切り：令和５(2023)年１月31日(火)

申請期限を延長する場合は、別途お知らせします。

予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を

終了する場合があります。

交付決定後、提出した計画に沿って取り組み

を実施

交付決定前に行った設備投資等は助成対象外です。

支給

審査

労働局に事業実施結果を報告

交付額確定後、労働局に支払い請求を提出

審査

助成額の上限

業務改善助成金についてご不明な点は、下記のコールセンターまでお問い合わせください。

業務改善助成金コールセンター

電話番号：0120 - 366 - 440（受付時間 平日 8:30～17:15）

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください 業務改善助成金 検 索

お問い合わせ
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報道関係者 各位 

北海道労働局における 

『令和３年度個別労働紛争解決制度の施行状況』 
～「いじめ・嫌がらせ」（いわゆるパワハラを含む）が１１年連続最多～ 

北海道労働局（局長 友藤
ともふじ

 智
とし

朗
あき

）は、「令和３年度個別労働紛争解決制度の施行
状況」をまとめましたので、公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Press Release  

担  

当 

 
北海道労働局 
雇用環境・均等部 指導課 

厚生労働省北海道労働局発表 
令 和 ４ 年 ７ 月 ２ ８ 日 

【ポイント】 

１  令和３年度の総合労働相談※1件数は 39,801 件であり、前年度に比べて 2,045 件

減少した。労働者からの相談が最も多く 23,373 件であった。 

２  民事上の個別労働紛争※2相談件数は、前年度に比べて 942 件増加した。内容は

「いじめ・嫌がらせ※3」が３分の１近くを占め、11 年連続最多。 

３  「助言・指導※4」の申出件数は増加し「あっせん※5」申請件数は減少した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【別添資料】 

 資料 1 総合労働相談等の状況 

 資料 2 令和３年度における助言・指導及びあっせん事例等 

【北海道労働局の取組】 
総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助

言・指導及びあっせんの運用を的確に行うなど、紛争の迅速な解決に取り組みます。 

北海道道政記者クラブ・北海道経済記者クラブ同時提供 
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 2

※１ 「総合労働相談」：北海道労働局、道内労働基準監督署（支署）内 18 か所に、あらゆる労働問題に関する相談にワ

ンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応。 
※２ 「民事上の個別労働紛争」：労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

（労働基準法等の違反に係るものを除く）。 
※３ 令和２年６月、労働施策総合推進法が改正・施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労

働紛争は同法に基づき対応することとなったことから、令和３年度中、当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに

計上していない。 
※４ 「助言・指導」：民事上の個別労働紛争について、北海道労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことに

より、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。助言は、当事者の話し合いを促進するよう口頭又は文書で行うも

のであり、指導は、当事者のいずれかに問題がある場合に問題点を指摘し、解決の方向性を文書で示すもの。 
※５ 「あっせん」：北海道労働局に設置されている紛争調整委員会のあっせん委員（弁護士や特定社会保険労務士など労

働問題の専門家）が紛争当事者の間に入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。 
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１ 総合労働相談の状況 

（１）総合労働相談件数 

令和３年度に総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は 39,081 件で

あり、前年度に比べて 2,045 件減少した。相談者の内訳は労働者が 23,373 件、事業主

が 9,999 件、その他が 6,429 件であった。 

総合労働相談のうち、「いじめ・嫌がらせ」「自己都合退職」「解雇」等のいわゆる民事

上の個別労働紛争に係る相談は 9,217 件（相談全体の 23.2％）で、前年度に比べ、件

数・相談全体に占める割合ともに増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （※ 棒グラフ全体は総合労働相談件数を示し、民事上の個別労働紛争相談件数はその内数） 

（２）民事上の個別労働紛争相談の内容 

令和３年度に総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に係る相

談内容では、相談件数（9,217 件）のうち「いじめ・嫌がらせ」を含む相談が 2,990 件

（32.4％）と 11 年連続トップとなっている。 

次いで「自己都合退職」に関する相談が 1,495 件（16.2％）、「解雇」に関する相談が

972 件（10.5％）、「労働条件引下げ」に関する相談が 751 件（8.1％）での順であった。 

 

 

＜資料１＞ 

総合労働相談件数等の推移 
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令和３年度 

民事上の個別労働紛争の内訳 

 

件数 比率＊１

いじめ・嫌がらせ 2,990 32.4%

自己都合退職 1,495 16.2%

解雇 972 10.5%

労働条件引下げ 751 8.1%

退職勧奨 689 7.5%

雇止め 369 4.0%

賠償 245 2.7%

雇用管理改善等 124 1.3%

その他の労働条件 2,005 21.8%

その他 1,577 17.1%

11,217
※１　民事上の個別労働紛争の相談件数（9,217件）に対する比率。

※２　一回の相談において複数内容にまたがる相談が行われた場合には、複数の相談内容を件数として計上している。

相談内容の内訳延べ数

相談内容 20.0% 40.0%
26.7%

13.3%

8.7%

6.7%

6.1%

3.3%

2.2%

1.1%

17.9%

14.1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）民事上の個別労働相談内容の推移 

「いじめ・嫌がらせ」の相談は、年により増減はあるものの、北海道労働局においては平

成 23 年度以降 11 年連続相談内容のトップとなっており、平成 23 年度には 1,463 件だった

ものが、２倍超の 2,990 件となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

※令和２年６月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は

同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上

していない。 

主な労働相談内容の推移（過去 11 年） 
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２ 北海道労働局長による助言・指導 

（１）助言・指導の申出件数 
令和３年度の助言・指導申出受付件数は 262 件と、前年度より５件増（対前年度 1.9%

増）となった。 

（２）助言・指導における申出内容の内訳 
助言・指導の申出内容は「いじめ・嫌がらせ」に関するものが 39 件（14.9%）と最も高く、

次いで「自己都合退職」が 36 件（13.7％）、「労働条件引下げ」が 18 件（6.9％）、「解雇」

が同じく 18 件（6.9%）の順であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）申出人の就労形態別の件数 

申出人はすべて労働者であった。 

労働者の就労状況は正社員が 139 件（53.1％）と最も多く、次いで有期雇用労働者 63

件（24.0％）、短時間労働者 28 件（10.7％）、派遣労働者 12 件（4.6％）の順であった。 

（４）助言・指導の処理状況 

令和３年度内に処理を終了したものは 261 件であり、うち口頭による助言を実施した

ものが 257 件（98.5％）、申出人による取下げが３件（1,1％）、打切りになったものが１件

（0.4%）、であった。 

助言・指導の処理に要した期間は、すべて１か月以内であった。 

なお、助言・指導によっては解決に至らず、あっせんへ移行したものは 22 件（8.4％）で

あった。 

いじめ・嫌がらせ 
３９件 

（１４．９％） 

自己都合退職 
３６件 

（１３．７％） 

労働条件引き下げ 
１８件 

（６．９％） 

解雇 
１８件 

（６．９％） 
雇止め 
１７件 

（６．５％） 

退職勧奨 
９件 

（３．４％） 

懲戒処分        ８件（ ３．１％） 

出向・配置転換    ８件（ ３．１％） 

その他の労働条件 ６４件（２４．４％） 

その他         ４５件（１７．２％） 

ほか、計１２５件 

助言・指導 
申請件数 
２６２件 
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令和３年度

あっせん申請内容の内訳

３ 北海道紛争調整委員会によるあっせん 

（１）あっせん申請の件数 

令和３年度のあっせん申請件数は178件と前年度より 31件減少（対前年度14.8％減）

となり、直近５年度では最少となった。 

（２）あっせん申請の内容 

あっせん申請内容の内訳は「いじめ・嫌がらせ」に関するものが 52 件（29.2％）と最も

多く、次いで「解雇」が 34 件（19.1％）、「雇い止め」が 22 件（12.4％）、「労働条件引き下

げ」が 13 件（7.3％）、「退職勧奨」が 10 件（5.6%）の順であった。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）申請者の状況 

     申請者は全 178 人が労働者であり、事業者等はいなかった。 

労働者の就労状況は正社員が 87 件（48.9％）と最も多く、次いで有期雇用労働者が

50 件（28.1％）、短時間労働者が 30 件（16.9％）、派遣労働者７件（3.9％）の順であった。 

（４）あっせんの処理状況 

令和３年度内にあっせん手続を終了したものは 181 件であった。 

手続きが終了したもののうち、あっせんを開催したものは 85 件（46.9％）、紛争当事者

の一方が不参加のため処理を打ち切ったものは 90 件（49.7％）であった。 

その他、あっせん申請後に取り下げたものが４件（2.2％）、あっせんによらず当事者間

で自主的解決に至ったものが２件（1.1％）あった。 

あっせん 
申請件数 
１７８件 

労働条件引き下げ 
１３件 

（７．３％） 

雇止め 
２２件 

（１２．４％） 

いじめ・嫌がらせ 
５２件 

（２９．２％） 

自己都合退職      ６件（ ３．４％） 

出向・配置転換     ４件（ ２．２％） 

その他の労働条件 ２２件（１２．４％） 

その他         １５件（ ８．４％） 

解雇 
３４件 

（１９．１％） 

退職勧奨 
１０件 

（５．６％） 

ほか、計４７件 
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あっせん期日（あっせんが行われる日）の決定 

あっせんの実施（非公開・原則１回） 

合意に至ったものは 55 件（30.4％）（ただし、そのうち２件はあっせん開催前に当事者

間で合意した。）であり、合意に至らなかったものは 32 件（17.7％）であった。 

なお、被申請者があっせんに参加した場合の合意率は 64.7％であった。 

また、あっせん手続を終了した事案の 82.3％（149 件）が 2 か月以内の処理であった。  

 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※1 処理件数総数に対する合意成立件数の割合を示したもの。 
※2 あっせんへの参加は制度上任意となっており、被申請人が参加した場合の合意率を示す。 
 
 

処理件数 合意件数 合意率 参加した場合の合意率
令和３年度 181 55 30.4% 64.7%
令和２年度 237 72 30.4% 60.2%
令和元年度 303 114 37.6% 68.9%
平成30年度 254 92 36.2% 65.7%
平成29年度 264 116 43.9% 73.3%

あっせん処理状況

あっせん委員（３名を指名、通常、担当あっせん委員１名があっせん期日を担当） 

・当事者の主張などを聴取 

・当事者の主張を整理し、解決に向けての調整を行う 

参加 

あっせんの申請 

都道府県労働局長が紛争調整 
委員会へのあっせんを委任 

あっせんの開始通知 

被申請人の参加・不参加の意思確認 

合意の成立 

紛争の迅速な解決 

合意せず 

他の紛争解決・相談機関の情報提供 

〇裁判所（労働審判、民事訴訟等） 

〇都道府県（労働委員会等） 

〇法テラス           等 

打切り 

不参加 

あ
っ
せ
ん
を
開
催
せ
ず
に
合
意 

あっせんの流れ 

【過去５年間におけるあっせんの処理状況】 



 8

 
 

いじめ・嫌がらせに係る助言・指導 

事案の概要 

申出人が業務上の必要があってとった行為が、顧客からの苦情となった。 

被申出人は申出人に対し、当該苦情に関する始末書を提出するよう指示した。 

始末書の提出は社内における処分のひとつだが、今回の苦情により処分を受ける

理由がないと考えて始末書を提出しなかったところ、被申出人は始末書の提出を指

示するにとどまらず、高圧的・威圧的な言葉を用いて退職勧奨をするまでになった。 

申出人は、被申出人による始末書の提出強要や、高圧的・威圧的な言葉による退

職勧奨をやめるよう求めるため、助言・指導を求めた。 

助言・指導の内容・結果 

被申出人に対し本件に関する申出人の意見・見解を伝えるとともに、以下の被申出人

の意見・見解を聞き、その上で話し合いによる解決を促した。 

１  被申出人の就業規則上、労働者に始末書を提出させるという処分がない。申

出人には、苦情の原因となった行為等を報告する書類を提出するように求めて

はいるが、それは処分ではない。書類の提出が処分にあたらないことは丁寧に

説明したが、申出人が聞き入れてくれないのである。 

２  業務上の必要を超え、高圧的・威圧的となる表現は慎む。 

３  申出人には、会社の考えを丁寧に説明する 

後日、申出人からは、一定の解決が見られたとの連絡があった。 

 

解雇に係る助言・指導 

事案の概要 

申出人は被申出人の就業規則に基づき、被申出人に対し事前に退職の予定を伝

え、被申出人もその退職予定に合意していたにもかかわらず、被申出人は申出人を

退職予定日前に解雇した。 

申出人は被申出人に苦情を申し立てたが納得いく結果は得られず、被申出人に解

雇の撤回を求めるため、助言・指導を求めた。 

助言・指導の内容・結果 

被申出人に対し、本件に関する申出人の主張を伝えるとともに、解雇の理由に合

理性がないことを理由に解雇無効を判断した裁判例に関する説明をして、話し合い

による解決を促した。 

後日、申出人に確認したところ、解雇の撤回と、労使相互で話合いし退職日を決

めることについて合意されたとのこと。 

  

＜資料２＞ 



9 
 

 

 

解雇に係るあっせん 

事案の概要 

申請人は、職務怠慢を理由に解雇されたが、身に覚えがなく納得出来なかった。 

そこで、被申請人に対し、 

１  解雇を撤回した後、労使間の合意により労働契約を終了すること 

２  契約満了までの期間のうち、解雇により就労不能だった期間の賃金相当

額を慰謝料として支払うこと 

を求め、あっせんを申請した。 

あっせんの結果 

 あっせん委員が両者の話をよく聞いた上で、被申請人に対して譲歩の余地の有無

を確認したところ、被申請人は解雇を撤回し、本件に係るあっせんの開催日をもっ

て、両者の合意により労働契約を終了することに同意した。 

さらに、被申請人は、申請人が請求する慰謝料の金額と同額の金銭を、解決金と

して支払うことに合意した。 

いじめ・嫌がらせに係るあっせん 

事案の概要 

申請人は、同僚から挨拶を無視され、業務のために必要な情報を共有してもらえ

ず、客の前で罵倒され、その上、暴力を受ける等のいじめ・嫌がらせにあった。 

心療内科を受診したところ、医師から休職を勧められた。 

申請人は、上記いじめ・嫌がらせにより受けた精神的苦痛に対する慰謝料等その

他の支払いを求め、あっせんを申請した。 

あっせんの結果 

あっせん委員が両者の主張を確認した。 

被申請人の考えによると、 

申請人がいじめ・嫌がらせとする行為は業務上の指導・アドバイスであり、

その際の言葉が申請人に受け入れがたいものだったとしても、業務上必要な

範囲を超えたものとは言えない 

程度のものであった。また、被申請人が調べたところによれば、暴力行為の事実は

確認できなかった。 

 あっせん委員は被申請人に対し、いじめ・嫌がらせの意図がなくとも、行為を受

ける者により、そのように解される場合があることを説明した。 

その上で両者に対して譲歩の余地を確認し、解決を促したところ、被申請人が申

請人に対して、その希望額の一部を解決金として支払うことで合意した。 
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近年、働き過ぎやパワーハラスメント等の
労働問題によって多くの方の尊い命や心身の健康が
損なわれ深刻な社会問題となっています。
本シンポジウムでは有識者や過労死で亡くなられた方の
ご遺族にもご登壇をいただき、過労死等の現状や課題、
防止対策について探ります。
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新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行い実施いたします。感染拡大の状況により、開催方法が変更になる場合や、参加者数を制限するなど、
規模を縮小して実施する場合があります。最新の情報は特設ホームページにてご確認ください。なお、参加には事前申し込みが必要です。

過労死等防止対策推進シンポジウム 検索
▼ 特設ホームページはこちら

二次元バーコードを
読み込んで下さい。

主催：厚生労働省
後援：北海道、札幌市
協力：過労死等防止対策推進全国センター、全国過労死を考える家族の会、過労死弁護団全国連絡会議、札幌弁護士会、
 北海道社会保険労務士会、日本産業カウンセラー協会北海道支部、過労死等防止対策推進北海道センター
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14：30～17：15（受付14：00～）

日時

札幌コンベンションセンター  中ホール
（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）

会場

北海道 会場
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「個人情報の取扱いについて」・ご記入いただいた事項は、過労死等防止対策推進シンポジウムの申込受付業務を目的として使用します。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染疑いが生じた場合に、保健所への
情報提供に限り使用します。 ・他の目的ではご本人の同意なく第三者に提供をいたしません。  ・委託運営株式会社プロセスユニークの「個人情報保護方針（https://www.p-unique.co.jp/hp/privacy.html）」に
従い適切な保護措置を講じ、厳重に管理いたします。

●以下の参加申込書に必要事項を記載の上、FAXをお願いいたします。 FAX番号 03-6264-6445
●下記の「個人情報の取扱いについて」に同意の上、ご記入ください。

連 絡 先

企業・団体名

●次の該当する□に✔をお願いいたします。
□ 経営者　　□ 会社員　　□ 公務員　　□ 団体職員　　□ 教職員　　□ 医療関係者　　□ 弁護士
□ 社会保険労務士　  □ パート・アルバイト　　□ 学生　　□ 過労死等の当事者・家族　　
□ その他 ［　　　    　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　］

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

お 名 前

過労死等防止対策推進シンポジウム ［参加申込書］

5名以上のお申込みは、
別紙（様式自由）にて
FAXしてください。

●FAX：●TEL：
●E-mail：

（お問い合わせ先） 厚生労働省シンポジウム事業受託事業者 株式会社プロセスユニーク 電   話：　　0570-070-072 
 E-mail：karoushiboushisympo@p-unique.co.jp

▶新型コロナウイルス感染症の影響により事前申し込みをお願いします。
　尚、定員になり次第締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
▶申し込みはWebまたは FAXでお願いします。
▶参加証を発行いたします。当日、受付までお持ちください。
▶定員超過の場合は、電話またはメールでご連絡いたします。
▶連絡先のTEL か E-mail のどちらかは必ずご記入ください。

参加申込について

https://www.p-unique.co.jp/karoushiboushisympo

▼ 特設ホームページはこちら
過労死等防止対策推進シンポジウム 検索

●Webからの申し込み：

二次元バーコードを読み込んで下さい。

札幌コンベンションセンター  中ホール 
（札幌市白石区東札幌6条1丁目1-1）
・地下鉄「東札幌」駅より徒歩8分

会場のご案内

プログラム北海道会場

東京大学大学院博士課程修了。博士（医学）、博士
（保健学）、公衆衛生学修士。和歌山県立医科大学
医学部衛生学講座助教、同講師、ハーバード公衆
衛生大学院客員研究員を経て、2019年より現職。
厚生労働省「ハラスメント実態調査」「カスタマー
ハラスメント・就活ハラスメント等防止対策強化事業」
検討委員。

津野 香奈美 氏
神奈川県立保健福祉大学大学院
ヘルスイノベーション研究科 准教授

さっぽろ大地公園イオン
東札幌店

ラソラ札幌
A town

道銀ビル

南口▶南口▶

西口
▼
西口
▼

ラソラ札幌
B town

 SORA
札幌コンベンション
センター

タクシー乗り場

第2駐車場第2駐車場
第３駐車場
      （立体）
第３駐車場
      （立体）

地下鉄東札幌駅
出入口２

地下鉄東札幌駅
出入口１

第1駐車場第1駐車場

地下鉄東西線

［基調講演］ 

 「パワハラを起こす企業と
 　 起こさない企業は何が違うのか
 　 ーパワハラ上司を生み出さないためにできることー」
  津野 香奈美 氏 

［過労死遺族の体験談］
［パネルディスカッション］
 「パワハラ被害の救済･問題の解決に向けて
            ━労組･弁護士･遺族･研究者の立場から━」

コーディネーター 皆川 洋美 氏 （弁護士）  
パネリスト 津野 香奈美 氏・安彦 裕介 氏 （弁護士）
 小林 明美 氏 （過労死遺族）・佐賀 正悟 氏 （労働組合）

神奈川県立保健福祉大学大学院 
ヘルスイノベーション研究科  准教授（ ）



北海道労働局

区分 業種割合

業種別 死亡 休 業 合 計 死亡 休 業 合 計 増減数 増減率 （％） 死 亡 休 業 合 計

31 6,696 6,727 35 5,397 5,432 1,295 23.8 100.0 59 8,088 8,147

5 844 849 1 797 798 51 6.4 12.6 3 1,214 1,217

食 料 品 1 441 442 413 413 29 7.0 6.6 654 654

木 材 ・ 家 具 66 66 77 77 -11 -14.3 1.0 1 111 112

紙 ・ 印 刷 22 22 11 11 11 100.0 0.3 19 19

窯 業 ・ 土 石 46 46 39 39 7 17.9 0.7 1 48 49

金 属 ・ 機 械 121 121 108 108 13 12.0 1.8 172 172

そ の 他 4 148 152 1 149 150 2 1.3 2.3 1 210 211

鉱 山 2 2 1 1 1 100.0 0.0 2 2

土 石 採 取 業 13 13 11 11 2 18.2 0.2 1 23 24

14 568 582 13 594 607 -25 -4.1 8.7 20 939 959

土 木 工 事 業 6 194 200 8 217 225 -25 -11.1 3.0 11 348 359

建 築 工 事 業 5 244 249 2 242 244 5 2.0 3.7 6 377 383

木 造 建 築 業 72 72 1 75 76 -4 -5.3 1.1 1 118 119

そ の 他 3 58 61 2 60 62 -1 -1.6 0.9 2 96 98

1 188 189 162 162 27 16.7 2.8 1 241 242

4 561 565 6 560 566 -1 -0.2 8.4 8 856 864

道路貨物運送 4 528 532 6 512 518 14 2.7 7.9 8 795 803

陸上貨物取扱 33 33 48 48 -15 -31.3 0.5 61 61

9 9 16 16 -7 -43.8 0.1 21 21

64 64 1 49 50 14 28.0 1.0 1 73 74

88 88 3 78 81 7 8.6 1.3 3 127 130

3 713 716 2 788 790 -74 -9.4 10.6 8 1,232 1,240

1 332 333 2 265 267 66 24.7 5.0 2 398 400

3 3,314 3,317 7 2,076 2,083 1,234 59.2 49.3 12 2,962 2,974

第１３次労働災害防止計画進捗状況 9月末同月比

被災者数 増減数 増減率 被災者数 増減数 増減率

49 4,152 

31 6,727 

（注）　本年・昨年ともに集計期間に把握した速報値である。

-18 -36.7% 2,575 62.0%

上記以外の 事業

死亡災害 死傷災害

基準年(平成29年)

５年目(令和４年)

陸上貨物運送事業

港 湾 運 送 業

林 業

水 産 業

商 業

清 掃 ・ と 畜 業

全 産 業 合 計

製 造 業

鉱
業

建 設 業

交 通 運 輸 事 業

業種別労働災害発生状況　その１
令和4年1月1日～令和4年9月30日

令 和 ４ 年 令 和 ３ 年 対 前 年 令和3年確定

第１３次労働災害防止計画の目標
平成29年と比較して令和4年までに・・・

・死亡者数を20％以上減少させる。
・死傷者数を5％以上減少させる。

FTZUX
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北海道労働局

「上記以外の事業」の内訳

区分 業種割合

死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数 増減率 （％） 死 亡 休業 合計

1 55 56 2 73 75 -19 -25.3 0.8 3 112 115

1 207 208 190 190 18 9.5 3.1 1 275 276

23 23 33 33 -10 -30.3 0.3 1 46 47

2 2 2 2 0.0 5 5

131 131 113 113 18 15.9 1.9 156 156

1 43 44 1 50 51 -7 -13.7 0.7 1 74 75

2,430 2,430 1 1,119 1,120 1,310 117.0 36.1 1 1,557 1,558

229 229 2 251 253 -24 -9.5 3.4 3 382 385

194 194 1 245 246 -52 -21.1 2.9 2 355 357

3 3,314 3,317 7 2,076 2,083 1,234 59.2 49.3 12 2,962 2,974

「第三次産業」の内訳

区分 業種割合

死亡 休業 合計 死亡 休業 合計 増減数 増減率 （％） 死 亡 休業 合計

3 713 716 2 788 790 -74 -9.4 10.6 8 1,232 1,240

うち 小売業 3 567 570 1 632 633 -63 -10.0 8.5 5 975 980

23 23 33 33 -10 -30.3 0.3 1 46 47

2 2 2 2 0.0 5 5

131 131 113 113 18 15.9 1.9 156 156

1 43 44 1 50 51 -7 -13.7 0.7 1 74 75

2,430 2,430 1 1,119 1,120 1,310 117.0 36.1 1 1,557 1,558

うち 社会福祉施設 1,134 1,134 712 712 422 59.3 16.9 994 994

うち 医療保健業 1,284 1,284 1 399 400 884 221.0 19.1 1 550 551

229 229 2 251 253 -24 -9.5 3.4 3 382 385

うち 飲食店 106 106 115 115 -9 -7.8 1.6 1 185 186

うち 旅館業 51 51 1 71 72 -21 -29.2 0.8 1 102 103

うち ゴルフ場 27 27 31 31 -4 -12.9 0.4 46 46

1 332 333 2 265 267 66 24.7 5.0 2 398 400

194 194 1 245 246 -52 -21.1 2.9 2 355 357

うち 警備業 41 41 1 62 63 -22 -34.9 0.6 1 84 85

5 4,097 4,102 9 2,866 2,875 1,227 42.7 61.0 18 4,205 4,223

商業

清掃・と畜業

その他の事業

合計

金融・広告業

映画・演劇業

通信業

教育・研究業

保健・衛生業

接客・娯楽業

合計

令 和 ４ 年 令 和 ３ 年 対 前 年 令和3年確定

業種別

映画・演劇業

通信業

教育・研究業

保健衛生業

接客娯楽業

その他の事業

令和3年確定

業種別

農業

畜産業

金融・広告業

業種別労働災害発生状況　その２
令和4年1月1日～令和4年9月30日

令 和 ４ 年 令 和 ３ 年 対 前 年



北海道労働局
業種番号 1 3 6-2 7-2 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 31 32 33 34 35 36 37 39 41 51 52 61 71 91 92 99

事

故

の

型

番

号

業 種

事故の型

製

造

業

鉱

業

土

石

採

取

業

建

設

業

道

路

貨

物

運

送

業

そ

の

他

の

運

輸

交

通

業

陸

上

貨

物

取

扱

業

港

湾

運

送

業

林

業

水

産

業

そ

の

他

の

事

業 計

起
因
物

原

動

機

動

力

電

動

機

木

材

加

工

機

械

建

設

用

等

機

械

金

属

加

工

用

機

械

一

般

動

力

機

械

車

両

系

木

材

伐

出

機

械

等

動

力

ク

レ

ー

ン

等

動

力

運

搬

機

乗

物

圧

力

容

器

化

学

容

器

溶

接

装

置

炉

・

窯

等

電

気

設

備

人

力

機

械

工

具

等

用

具

そ

の

他

の

装

置

設

備

仮

設

物

・

建

築

物

・

構

築

物

等

危

険

物

・

有

害

物

等

材

料

荷

自

然

環

境

等

そ

の

他

の

起

因

物

起

因

物

な

し

分

類

不

能

1 墜落・転落 96 2 199 148 8 5 2 6 8 287 761 1 15 4 4 9 173 12 1 3 186 11 277 6 11 46 2

2 転倒 202 1 3 91 123 94 11 5 18 937 1485 8 7 2 35 32 5 33 75 22 605 14 17 577 3 50

3 激突 33 2 17 28 2 3 7 108 200 2 5 1 31 12 12 33 15 56 6 6 16 1 4

4 飛来・落下 52 2 45 29 1 12 3 59 203 1 8 2 15 5 13 2 1 15 32 7 4 1 47 31 16 3

5 崩壊・倒壊 15 13 9 1 1 3 1 15 58 1 1 3 1 1 6 6 10 10 13 6

6 激突され 25 27 22 2 2 2 11 10 126 227 2 7 1 9 4 6 22 9 1 22 18 6 4 11 8 92 3 2

7 はさまれ・巻き込まれ 167 2 61 54 4 3 2 6 28 163 490 2 10 10 17 25 90 1 19 96 26 1 44 32 15 20 29 18 33 2

8 切れ・こすれ 59 1 54 4 9 2 97 226 44 13 42 81 8 5 4 23 2 4

9 踏抜き 1 3 1 8 13 1 3 4 5

10 おぼれ 2 2 1 1

11 高温・低温の物との接触 24 8 2 1 30 65 1 4 1 3 4 2 10 8 2 2 7 3 16 2

12 有害物等との接触 4 1 10 15 1 12 2

13 感電 1 1 1

14 爆発 1 1 1

15 破裂 1 1 2 2

16 火災 2 2 1 1

17 交通事故(道路) 10 14 27 32 2 94 179 2 1 28 142 1 1 4

18 交通事故(その他) 2 2 1 1

19 動作の反動・無理な動作 50 1 28 80 26 10 2 7 10 387 601 3 3 2 25 17 1 14 15 6 98 12 80 41 30 254

90 その他 110 1 19 4 19 1 1 2,039 2194 1 12 2,173 8

99 分類不能

849 2 13 582 532 189 33 9 64 88 4366 6727 2 10 59 64 41 181 10 43 427 255 2 1 4 4 9 233 416 97 1086 16 169 189 866 2219 324合          計

令和４年　業種別・事故の型別・起因物別死傷災害発生状況
令和4年1月1日～令和4年9月30日

2 4 5 起因物番号
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テキストボックス
2-4





職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため
～取組の５つのポイント～を確認しましょう︕

■ 職場における新型コロナウイルス感染症対策を実施するために、まず次に示
す～取組の５つのポイント～が実施できているか確認しましょう。

■ ～取組の５つのポイント～は感染防止対策の基本的事項ですので、未実
施の事項がある場合には、「職場における感染防止対策の実践例」を
参考に職場での対応を検討の上、実施してください。

■ 厚生労働省では、職場の実態に即した、実行可能な感染症拡大防止対策を検
討していただくため「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大
を防止するためのチェックリスト」を厚生労働省のホームページに掲載
していますので、具体的な対策を検討する際にご活用ください。

■ 職場における感染防止対策についてご不明な点等がありましたら、都道府県
労働局に設置された「職場における新型コロナウイルス感染拡大防止
対策相談コーナー」にご相談ください。

R3.２都道府県労働局・労働基準監督署

事業者の皆さま、労働者の皆さまへ

～取組の５つのポイント～
実施できて
いれば☑ 取組の５つのポイント

□ テレワーク・時差出勤等を推進しています。

□ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルールを定め、実行
できる雰囲気を作っています。

□ 職員間の距離確保、定期的な換気、仕切り、マスク徹底など、
密にならない工夫を行っています。

□ 休憩所、更衣室などの“場の切り替わり”や、飲食の場など
「感染リスクが高まる『５つの場面』」での対策・呼びかけ
を行っています。

□ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、複数人が触る箇所の消毒
など、感染防止のための基本的な対策を行っています。

FTZUX
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テレワークの積極的な活用について
 厚生労働省では、テレワーク相談センターにおける相談支援、労働時
間管理の留意点等をまとめたガイドラインの周知等を行っています。

 さらに、テレワークの導入にあたって必要なポイント等をわかりやす
くまとめたリーフレットも作成し、周知を行っています。

 こうした施策も活用いただきながら、職場や通勤での感染防止のため、
テレワークを積極的に進めてください。

リーフレットは
厚生労働省

ホームページから
ダウンロード可能です。

職場における感染防止対策の実践例
○ 体調がすぐれない人が気兼ねなく休めるルール

 感染者が発生した場合の対応
手順を定め、社内イントラ
ネットや社内報で共有した。
[手順]
①感染リスクのある社員の
自宅待機
②濃厚接触者の把握
③消毒
④関係先への通知など

手順全文は
（独）労働者健康安全機構
長野産業保健総合支援

センターホームページから
ダウンロード可能です。

新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応手順の作成（製造業）

サーマルシステムの導入（社会福祉法人）

 サーマルシステムを施設受
付入口に設置し、検温結果
が37.5℃以上の者の入場を
禁止している。

 本システムでは、マスクの
着用の検知を行い、マスク
の未着用者には表示と音声
で注意喚起を行う仕組みと
なっている。

○ 密とならない工夫
ＩＴを活用した対策（建設業）

 スマートフォン用
無線機を導入し、
社員同士や作業従
事者との会話に活
用。３密を避けた
コミュニケーショ
ンをとるようにし
た。

ＩＴを活用した説明会の開催（その他の事業）

 WEB方式と対面
方式併用のハイブ
リッドの説明会を
開催した。

 対面での参加者に
対しても、席の間
隔を空ける、机に
アクリル板を設置
するなどの対策を
行った。



社員食堂での対策（製造業）

 社員食堂の座席
レイアウトを変
更し、テーブル
の片側のみ使用
可とした。

 また、混雑緩和
のために、昼休
みを時差でとる
ようにした。

○ 感染リスクが高まる「５つの場面」を避ける取り組み
※ 職場では、特に「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室など）に注意が必要

休憩所での対策（小売業）

 休憩室の机の中
央を注意喚起付
きのパーテー
ションで区切り、
座席も密となら
ないよう二人掛
けにし、対面と
ならないよう斜
めに配置した。

職場における感染防止対策の実践例

入館時の手指等の消毒（宿泊業）

 宿泊者と従業員
の感染防止のた
め、ホテル入口
の消毒液設置場
所に、靴底の消
毒のためのマッ
トを設置した。

○ 感染防止のための基本的対策
複数人が触る箇所の消毒（製造業）

 複数人が触る可
能性がある機械
のスイッチ類を
定期的に消毒す
ることを徹底し
た。

○ その他の取り組み

 建設現場に入場する外国
人向け安全衛生の資料に、
新型コロナウイルス感染
症の注意点を外国語に翻
訳したものを掲載し、周
知徹底を図った。

外国人労働者への感染防止対策の周知（建設業）



職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー連絡先

 このチェックリストは、感染症対策の実施状況について確認し、職場の実態に即した対策を
労使で検討していただくことを目的としたものです。

 職場での対策が不十分な場合やどのような対策をすればよいかわからない場合には、感染症
対策の実践例を参考に検討してください。

 項目の中には、業種、業態、職種などにより対応できないものがあるかもしれません。すべ
ての項目が「はい」にならないからといって、対策が不十分ということではありませんが、
可能な項目から工夫しましょう。

 職場の実態を確認し、全員（事業者と労働者）がすぐにできることを確実に継続して、実施
いただくことが大切です。

チェックリストは
厚生労働省

ホームページから
ダウンロード可能です。

北海道 011-709-2311 石川 076-265-4424 岡山 086-225-2013

青森 017-734-4113 福井 0776-22-2657 広島 082-221-9243

岩手 019-604-3007 山梨  055-225-2855 山口 083-995-0373

宮城 022-299-8839 長野 026-223-0554 徳島 088-652-9164

秋田 018-862-6683 岐阜 058-245-8103 香川 087-811-8920

山形 023-624-8223 静岡 054-254-6314 愛媛 089-935-5204

福島 024-536-4603 愛知 052-972-0256 高知 088-885-6023

茨城 029-224-6215 三重 059-226-2107 福岡  092-411-4798

栃木 028-634-9117 滋賀 077-522-6650 佐賀 0952-32-7176

群馬 027-896-4736 京都 075-241-3216 長崎 095-801-0032

埼玉  048-600-6206 大阪 06-6949-6500 熊本 096-355-3186

千葉 043-221-4312 兵庫 078-367-9153 大分  097-536-3213

東京 03-3512-1616 奈良 0742-32-0205 宮崎 0985-38-8835

神奈川 045-211-7353 和歌山 073-488-1151 鹿児島 099-223-8279

新潟 025-288-3505 鳥取  0857-29-1704 沖縄 098-868-4402

富山 076-432-2731 島根 0852-31-1157

平日（月～金曜日） 午前 8:30～午後 5:15受付時間

※雇用調整助成金の特例措置に関するお問い合わせはこちら
＜学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター＞ ０１２０－６０－３９９９



 

 
 
 
 
 
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的損出を受けた事業場が倒産し賃

金が未払のまま退職するに至った労働者の皆様のために、できるだけ早く未払とな
っている賃金の立替払の手続を進めることができるよう、各労働基準監督署等にお
いて相談と申請の受付けを行っています。該当する方は御相談ください。 
 
Ⅰ 未払賃金の立替払制度の内容 

未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないままに
退職した労働者に対して、その未払賃金のうち一定範囲（８割相当額）を国が事
業主に代わって立替払をする制度です。 

立替払ですので、立て替えた賃金債権の請求権は、国が取得することになりま
す。 

 
Ⅱ 立替払を受けることができる方 

労災保険の適用事業として１年以上にわたり事業活動を行ってきた中小企業
（法人、個人は問いません。）に使用されていた労働者で、企業が倒産に至った
ことに伴い退職し、「未払賃金」（後記Ⅲ参照）が残っている方々です。 

ただし、未払賃金額の総額が２万円未満の場合は、対象とはなりません。 
 
Ⅲ 立替払の対象となる未払賃金 

立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の６か月前の日から立替払請求日
（後記Ⅳの３参照）の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び
「退職手当」であって、未払となっているものです。 

なお、立替払の額には、年齢ごとに上限額が定められています。 
 
Ⅳ 立替払の請求手続 
  立替払を受けるには、次の手続を必要としますが、請求手続に使用する申請用

紙は、各労働基準監督署等に用意しておりますのでお申し出ください。  
    
１ 倒産の認定 

   (1) 倒産した企業の本社を所轄する労働基準監督署長に「認定申請書」を提出
して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込がなく、かつ、賃金
支払能力がないことについて認定（以下「倒産の認定」といいます。）を受
けてください。 
倒産の認定は、労働者の代表が一度行えばよいこととされておりますので、

本社に勤務する労働者が代表として申請されることをお勧めします。 
 
   (2) 認定申請には、申請される方の身分証明書及び印鑑等のほか、会社の賃金台

帳、就業規則、出勤簿等の労務関係書類及び財務関係が分かる書類が必要と
されておりますので、労働基準監督署に申請される際には、持参していただ
きますようお願いします。 

混雑も予想されますので、事前にお問い合わせされることをお勧めします。 
認定申請を行う方は労働者の代表１名ですが、若干名の同僚が同行するこ

とは差し支えありません。 

 

 

「未払賃金の立替払制度」の御案内 
～賃金の支払の確保等に関する法律に基づく制度～ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業場が 

倒産し賃金が未払のまま退職された労働者の皆様へ 

（別添２） 
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●認定申請時に持参していただきたい資料 
 
 
 
 ①写真付き身分証明書、印鑑 
 ②労働保険概算保険料申告書等労災保険番号が記載されている書面 
 ③賃金台帳 ／④出勤簿（タイムカード）、労働者名簿 
 ⑤就業規則（賃金規程、退職金規程を含む） 
 ⑥商業登記簿又は営業許可書（廃業届を含む） 
 ⑦直近の決算報告 ／⑧会社の土地、建物の登記簿 
 ⑨会社の主な資産状況が分かる書類（預金・有価証券残高証明書、売掛債

権・換金可能な動産一覧表） 
 ⑩その他の労務、財務関係資料  

 
２ 未払賃金の額等についての確認 

前記１の倒産の認定を受けた後に、勤めていた事業場（本社を含む。）の所在
地を管轄する労働基準監督署長に「確認申請書」を提出して、未払賃金の額等の
確認（以下「確認」といいます。）を受けてください。 
確認を円滑に行うために、申請される方の写真付き身分証明書及び印鑑等のほ

か、給与明細書、昇給に係る通知、給与振込み記録のある銀行通帳など、賃金額
の分かる書類を御持参ください。特に、退職金についても申請される方は、退職
金規程などの支給額の算定できる資料を添付してください。 
 
 
●確認申請時に持参していただきたい資料 
 
 
 
 ①写真付き身分証明書、印鑑 
 ②振込を希望する申請者本人名義の預金通帳 
 ③支給賃金額の分かる書類（賃金台帳、労働契約締結時の賃金に関する書 
 面、給与明細書、昇給に係る通知、給与振込記録のある銀行通帳など） 

 ④就業規則（賃金規程、退職金規程を含む）、 労働協約 
 ⑤退職・解雇に係る通知 ／⑥出勤簿（タイムカード）／⑦労働者名簿 
 ⑧雇用保険の離職証明書 ／⑨その他の労務関係資料 
なお、認定申請時に提出済の書類は省略できます。 
 

 
 ３ 立替払の請求書の提出 

 確認が済みますと「確認通知書」とともにお渡しする「立替払請求書」等に
振込を希望する銀行口座等必要な事項を記入し、 
 

   独立行政法人労働者健康安全機構 
未払賃金立替払相談コーナー（044-431-8663）〔月～金 9:15～17:00〕  
〒211‐0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号 
 

へ郵送により提出（請求）してください。     
  後日、請求された方が指定した金融機関に立替払金額が振り込まれます。 

申請手続の簡略化を行っています。資料を用意できないなどお困りの方

は、認定申請を行う労働基準監督署に御相談ください。 

申請手続の簡略化を行っています。資料を用意できないなどお困りの方

は、確認申請を行う労働基準監督署に御相談ください。 

※不正受給について 
 偽りその他不正行為により立替払金の支給を受けたときは、立替払金額の２倍の額の
納付を命じられるほか、刑事責任を問われることになります。 〔R2.4〕 
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労働基準監督官行動規範

（基本的使命）

1. 私たち労働基準監督機関は、労働条件の最低基準を定める労働基準法や労働安全

衛生法等の労働基準関係法令（以下、法令という。）に基づき、働く方の労働条件の確

保・改善を図ることで、社会・経済を発展させ、国民の皆さまに貢献することを目指しま

す。

（法令のわかりやすい説明）

2. 労働基準監督官（以下、監督官という。）は、事業主の方や働く方に、法令の趣旨や内

容を十分に理解していただけるよう、できる限りわかりやすい説明に努めます。

（事業主の方による自主的改善の促進）

3. 監督官は、法令違反があった場合は、違反の内容や是正の必要性を丁寧に説明する

ことにより、事業主の方による自主的な改善を促します。また、法令違反の是正に取り

組む事業主の方の希望に応じ、きめ細やかな情報提供や具体的な取組方法について

のアドバイスなどの支援に努めます。

（公平・公正かつ斉一的な対応）

4. 監督官は、事業主の方や働く方の御事情を正確に把握し、かつ、これを的確に考慮し

つつ、法令に基づく職務を公平・公正かつ斉一的に遂行します。

（中小企業等の事情に配慮した対応）

5. 監督官は、中小企業等の事業主の方に対しては、その法令に関する知識や労務管理

体制の状況を十分に把握、理解しつつ、きめ細やかな相談・支援を通じた法令の趣旨・

内容の理解の促進等に努めます。また、中小企業等に法令違反があった場合には、そ

の労働時間の動向、人材の確保の状況、取引の実態その他の事情を踏まえて、事業

主の方による自主的な改善を促します。

（別添）

nasum
フリーテキスト
２－４
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小売業SAFE協議会　構成員名簿（公表分のみ）

企業名 所在地

1 イオン北海道株式会社 札幌市白石区本通２１丁目南１番１０号

2 株式会社ジョイフルエーケー 札幌市東区北６条東２丁目３番１号

3 株式会社ダイイチ 帯広市西20条南1丁目14番地47

4 株式会社ラルズ 札幌市中央区南13条西11丁目2番32号

5 生活協同組合コープさっぽろ 札幌市西区発寒11条5丁目10番1号

6 株式会社道北アークス 旭川市流通団地1条1丁目33番地の1

7 株式会社福原 帯広市西22条北1丁目13番地

8 北雄ラッキー株式会社 札幌市手稲区星置１条２丁目１番１号

9 （株）東光ストア 札幌市豊平区平岸１条１丁目９番６号

10 北海道商工会議所連合会 札幌市中央区北1条西2丁目２－１

11 北海道中小企業団体中央会 札幌市中央区北1条西7丁目１プレスト１・７ビル3階

非公表1社があり、構成員数は１２者

介護施設SAFE協議会　構成員名簿（公表分のみ）

企業名 所在地

1 　社会福祉法人 渓仁会
札幌市中央区北３条西28丁目２番１号サンビル５
階

2 　社会福祉法人 ノテ福祉会 札幌市豊平区月寒西２条５丁目１番２号

3 　社会福祉法人 北海道ハピニス 札幌市南区石山933番地３

4 （福）北海道社会福祉協議会
札幌市中央区北２条西７丁目１番地北海道立社会
福祉総合センター

5 （公財）介護労働安定センター
札幌市中央区南１条西６丁目４－１９　旭川信金ビ
ル５階

6
北海道保健福祉部高齢者支援局高
齢者福祉課

札幌市中央区北3条西6丁目

7
北海道保健福祉部福祉局障がい者
保健福祉課

札幌市中央区北3条西6丁目

8
札幌市役所保健福祉局　高齢保健福
祉部　介護保険課

札幌市中央区北1条西2丁目

9
札幌市役所　保健福祉局　障がい保
健福祉部　障害福祉課

札幌市中央区北1条西2丁目

非公表２社があり、構成員数は１１者

事
業
場

団
体

事
業
場

団
体
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マザーズハローワーク札幌 チャットサービス

送 信

子育てをしながら働きたい
と思っているのですが…

そろそろ働きたい

けど探すまでの

余裕がないなぁ

空いてる時間で

相談してみよう♪

空いている時間でパソコンやスマホから気軽にチャットでお仕事相談

https://mhw-sapporo-chat.com

マザーズハローワーク札幌　チャット

● パソコンから検索

● スマホからアクセス

※土・日・祝日及び年末年始を除く
※相談時間３０分（無料）

10：00～15：00まで平日

チャット受付時間

マザーズハローワーク札幌チャットサービスの手順

チャットスタート
カンタン3ステップで

トップページから受付
ページへ進む

ニックネームを登録して
【進む】ボタンをクリック

右記方法でパソコンやス
マホからアクセス

会員登録等の面倒な手続きは一切ありません！

マザーズハローワーク札幌

私
た
ち
は
働
き
た
い
子
育
て
家
族
の
味
方
で
す
。

お
う
ち
に
い
な
が
ら
お
仕
事
探
し
。

チャットはじめました
マザーズハローワーク札幌
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〒060-0004　
札幌市中央区北4条西5丁目　大樹生命札幌共同ビル5階
 （旧 三井生命札幌共同ビル）

TEL (011)233-0301 / FAX (011)233-0302
【ご利用時間】平日/８：３０～１７：１５

【土曜日・日曜日・祝日と年末年始12月29日～1月3日はお休みです】

JR札幌駅

●

●

●

● ●

●
地
下
鉄
南
北
線

地
下
鉄
東
豊
線

マザーズハローワーク札幌

アスティ45

毎日新聞社

道庁

センチュリー
ロイヤルホテル ビックカメラ

東急

北4条西5丁目
（道庁アスティ45
方面）出口、地下鉄
札幌駅8番出口が
便利です。

マザーズハローワーク札幌

キッズコーナー
安全サポートスタッフが常駐し、お子様を
見守ります。（※託児ではありません）
おもちゃ、絵本などをご用意しております。
授乳室・おむつ交換スペースもあります。

じっくり相談
子育てをしながらの早期就職を目指して
いる方 を対象に、 専任制予約相談を行っ
ております。働く環境の整え方から求人
の選び方、応募書類の書き方に至るまで、
一貫した相談で再就職をバックアップ！

駅近アクセス便利

マザーズハローワーク札幌は、
子育てをしながら働きたいあなたを
応援するハローワークです。

たくさんの方のお悩みを聞いてきたからわかる

専門スタッフにおまかせください！

お子様連れでも安心してお仕事の相談ができますのでお気軽にお越しください。
また、仕事と家庭の両立を考えている方、能力を十分に発揮して働きたいと考えている方等

幅広い層の方々のサポートも行っていますので、ぜひご来所ください！

マザーズハローワーク札幌の特徴

JR 札幌駅、地下鉄南北線札幌駅から
徒歩5分

子どもの病気や行事
お子さんの急な病気や保育園 ・ 学校の行
事ごとなどでのお休みに対して、柔軟に
対応していただける求人を探したい。

残業がない会社
子育てに影響がでないように、残業がな
いもしくは少ない (月平均10時間以内) 、 
土日祝日がお休みの求人を探したい。

よくあるご相談

ブランクが不安
子育てでのブランク期間があるので、
働きたい！という意欲はあるが、仕事
についていけるかが不安。

マザーズハローワーク札幌は厚生労働省北海道労働局の施設です。
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企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

都道府県労働局・ハローワーク LL040428開企01

人材開発支援助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

検索

IT分野未経験

自発的能力開発

教育訓練休暇

デジタル／成長分野

「人への投資促進コース」の助成メニュー

情報技術分野（IT分野）認定実習併用職業訓練【新設】
IT分野未経験者を即戦力化するための訓練を実施する事業主への高率助成。

ITやデジタル分野で即戦力となる人材を育成したい

活用例は裏面へ

デジタル分野などの社員教育に

人材開発支援助成金をご活用ください
国民の皆さまのアイデアをもとに「人への投資促進コース」を創設

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練【新設】
高度デジタル人材を育成するための訓練や、大学院での高度な訓練を行う事業主への高率助成。

高度デジタル人材 ・ 高度人材を育成したい

サブスクリプション

定額制訓練【新設】
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練への助成。

オンラインの定額受け放題サービスで効率的に訓練を受けさせたい

自発的職業能力開発訓練【新設】
労働者が自発的に受講した訓練費用を負担する事業主への助成。

労働者の自発的な学び直しの費用を支援したい

長期教育訓練休暇制度／短時間勤務等制度【拡充】
働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入する事業主への助成。

労働者の自発的な学び直しのための時間を確保したい

・「人への投資促進コース」の他にも、訓練対象者（正規雇用労働者や非正規雇用労働者）にあわせて、
助成メニューをご用意しています。

・すべての訓練コースでオンライン（eラーニング）による訓練も対象としています。

・詳しくは、ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの労働局へお問い合わせください。

I T
未経験者
OK！

FTZUX
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「人への投資促進コース」の活用例

事 業 主

IT未経験の従業員にも、ITの内容を覚えてもら
い、即戦力として働いてほしい！

資格試験料も助成の対象です！IT分野未経験者にIT関連の訓練を行った場合

課 題

●訓練コース プログラミング（1名）

●訓練内容
スマート端末上の開発に必要なプログラミング
言語の習得等、OJTで実際に発注を受けたシス
テムの構築。

OFF-JT時間：800時間 訓練経費：70万円
OJT時間 ：200時間

●ITSSレベル２に相当する資格試験の受験
訓練経費：５万円

訓 練

●助成率・額
経費助成：60％
賃金助成：１時間あたり760円
OJT実施助成：200,000円

●助成額（左記の訓練内容の場合の例）
経費助成：450,000円（資格試験料を含む）
賃金助成：608,000円
OJT実施助成：200,000円

●成果
IT未経験者にも、基本的な言語の習得や、実際に顧
客から発注を受けたシステムの構築を、自社の従業
員から丁寧にレクチャー。
未経験者から一人前のSEに成長させることができた。
高額で手が出せない資格も、助成金があることで、
取得させることができた。

助成内容（中小企業の場合）・成果

ஃ
ਛ
স
॑
ણ
৷

サブスクリプション型の研修サービスで訓練を行った場合

様々なコンテンツの中から、従業員1人ひとりに合った訓練を行い、知識を深めてほしい！

●訓練コース 営業職研修受け放題講座（40名）
●訓練内容
新入社員から管理職までの幅広い層に対応した
営業職に関するeラーニング訓練。

訓練経費 ：42万円
（1名～50名まで１か月3.5万円×12月の料金）

訓 練
●助成率・額
経費助成：45％

●助成額（左記の訓練内容の場合の例）
経費助成：189,000円

●成果
１つの訓練契約で幅広い層に訓練を行うことができ、
企業全体の生産性向上に繋がった。

助成内容（中小企業の場合）・成果

ஃ
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高度なデジタル分野の訓練を行った場合

課 題

事 業 主

高度なデジタル分野の資格を取ってもらい、
核となる人材として働いてほししい！

他のコースより高い
助成率・助成額で支援します！

課 題

●訓練コース
プロジェクトマネージャ試験対策講座（1名）

●訓練内容
プロジェクトマネージャ試験対策のための訓練。

訓練時間：30時間 訓練経費：20万円

●ITSSレベル４に相当する資格試験の受験
訓練経費：８万円

訓 練

●助成率・額
経費助成：75％
賃金助成：１時間あたり960円

●助成額（左記の訓練内容の場合の例）
経費助成：210,000円（資格試験料を含む）
賃金助成：28,800円

●成果
資格を取得して専門的な知識を身につけることで、
管理職として活躍してもらうことができた。
高度な資格を保持していることが会社のアピール
ポイントにもなっている。

助成内容（中小企業の場合）・成果

ஃ
ਛ
স
॑
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事 業 主



「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）において、人への投資を強化するため、民間ニーズを把
握しながらデジタル人材育成の強化等を行うこととされた。
12/27～1/26の間、厚生労働省ホームページなどにおいて、「人への投資」について国民の方からのアイディアを募集。
「企業の従業員教育、学び直しへの支援」や「デジタル分野など円滑な労働移動を促すための支援」などを内容とする提案が寄せられた。
「人への投資」を加速化するため、国民の方からのご提案をもとに、令和４年度から令和６年度までの間、人材開発支援助成金※に新たな
助成コース「人への投資促進コース」を設ける。
※ 事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度

人材開発支援助成金：「人への投資促進コース」の創設

訓練コース名 対象者・対象訓練

人への投資促進
コース【新規】

国民からのご提案を踏まえて
５つの助成を新設

特定訓練コース
正規雇用労働者を対象とした
生産性向上に資する訓練など
への経費助成等

一般訓練コース
正規雇用労働者を対象とした
訓練に対する経費助成等

特別育成訓練
コース

非正規雇用労働者を対象とし
た訓練に対する経費助成等

教育訓練休暇等
付与コース

教育訓練休暇制度などを導入
した事業主への制度導入助成
等

１．デジタル人材・高度人材の育成

３．柔軟な訓練形態の助成対象化

２．労働者の自発的な能力開発の促進

高度デジタル人材※の育成のための訓練や、海外を含む大学院での訓練を行う事業主に対する高率助成
※ ITSS（ITスキル標準）レベル４若しくは３となる訓練又は大学への入学（情報工学・情報科学）

定額制訓練
労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額制訓練」（サブスクリプション型の研修サービス）を利用す
る事業主に対する助成

自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した職業訓練費用を負担する事業主に対する助成

長期教育訓練休暇等制度
働きながら訓練を受講するための長期休暇制度や短時間勤務等制度（所定労働時間の短縮及び所定外労働時間
の免除）を導入する事業主への助成の拡充（長期休暇制度の賃金助成の人数制限の撤廃等）

高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練

情報技術分野認定実習併用職業訓練
ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓練※を実施する事業主に対する助成
※ OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練

※ 令和４年度から、すべての訓練コースに
おいて、オンライン研修(eラーニング）によ
る訓練を対象化



助成率（額）

現
行
コ
ー
ス

特定訓練コース 正規

・労働生産性向上訓練
・若年人材育成訓練 等 45％

(＋15％)
30％

(＋15％)
760円
(＋200円)

380円
(＋100円)

－
認定実習併用職業訓練
（OFF-JT＋OJT）

20万円
(+5万円)

11万円
(+3万円)

訓練期間6ヶ月～2年間
（大臣認定必要）

一般訓練コース 正規 上記以外の訓練 30％
(＋15％)

380円
(＋100円) －

特別育成訓練コース 非正規
一般職業訓練 70％

(＋30％)
760円
(＋200円)

475円
(＋125円)

－ 非正規雇用維持の場合の経費助成率は
60％(＋15％)有期実習型訓練

（OFF-JT＋OJT）
10万円
(+3万円)

９万円
(+3万円)

教育訓練休暇付与コース 正規
非正規

教育訓練休暇制度
(1人5日以上取得)

制度導入経費30万円
(＋６万円) － －

長期教育訓練休暇制度
（30日以上の連続休暇取得)

制度導入経費20万円
(＋4万円)

1日当たり6,000円
(＋1,200円) － 賃金助成は、長期教育訓練休暇制度の

場合のみ（１企業２人まで）

教育訓練短時間勤務制度 制度導入経費20万円
(＋4万円) － －

※ （）内の助成率（額）は、生産性要件を満たした場合の率（額）。

※ 現行コース「教育訓練休暇等付与コース」のうち「長期教育訓練休暇制度」及び「教育訓練短時間勤務制度」は、令和４年度から令和６年度までの間は適用しない。

※ 人への投資促進コースの修了後に正社員化した場合は、キャリアアップ助成金（正社員化コース）の加算対象（情報技術分野認定実習併用職業訓練は除く。）

訓練メニュー 対象者 対象訓練
経費助成率 賃金助成額 OJT実施助成額

備考
中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

人
へ
の
投
資
促
進
コ
ー
ス

高度デジタル人材訓練 正規
非正規

高度デジタル訓練(ITｽｷﾙ標準
（ITSS）レベル3､4以上) 75% 60％ 960円 480円 －

資格試験(受験料)も助成対象
成長分野等人材訓練 海外も含む大学院での訓練 75％

国内大学院

960円 －

情報技術分野認定実習
併用職業訓練

正規
OFF-JT＋OJTの組み合わせの
訓練（IT分野関連の訓練）

60％
(＋15％)

45％
(+15%)

760円
(＋200円)

380円
(+100円)

20万円
(+5万円)

11万円
(+3万円)

訓練期間6ヶ月～2年(大臣認定必要)
資格試験(受験料)も助成対象

長期教育訓練休暇等
制度

正規
非正規

長期教育訓練休暇制度
（30日以上の連続休暇取得）

制度導入経費20万円
(＋4万円)

1日当たり
6,000円

(＋1,200円)
－ ・長期教育訓練休暇制度を導入済みの企

業も賃金助成の対象
・賃金助成の人数制限を撤廃所定労働時間の短縮

及び所定外労働免除制度
制度導入経費20万円

(＋4万円)
－ －

自発的職業能力開発
訓練

正規
非正規

労働者の自発的な職業訓練費用
を事業主が負担した訓練

30％
(＋15％)

－ －

定額制訓練 正規
非正規

「定額制訓練」（サブスクリプ
ション型の研修サービス）

45％
(＋15％)

30％
(＋15％）

－ －



人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

令和4年9月1日から人材開発支援助成金の見直しを行います

＜令和４年９月１日の改正内容＞

対象となる訓練施設※のうち「② 申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設」
において、申請事業主と関係性が認められる者が設置する施設は対象外としていましたが、
当該要件を廃止しました。

同時双方向型の通信訓練※を実施した場合に、支給申請の際に提出が必要となる「受講者
の出席状況が分かるログ、訓練受講時の受講者を撮影したスクリーンショット等」につい
て、提出を省略しました。

【改正により対象となる施設】

● 申請事業主(取締役含む)の３親等以内の親族が設置する施設

● 申請事業主の取締役が設置する施設

● 申請事業主が雇用する労働者が設置する施設

● グループ事業主が設置する施設で不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設

● 申請事業主が設置する別法人の施設

● 申請事業主の代表取締役が個人事業主として設置する施設

LL040901開企01

２ 提出書類の省略

人材開発支援助成金を利用しやすくするため
令和４年９月１日から制度の見直しを行いました

１ 訓練施設の要件変更

事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
このリーフレットでは、令和４年９月１日から見直される主な内容についてご紹介しています。

｢人材開発支援助成金｣とは

訓練コース名 対象者・対象訓練 共通の見直し 各コースの見直し

人への投資
促進コース

雇用保険被保険者を対象と
した定額制サービスによる
訓練など

１ 訓練施設の要件変更

２ 提出書類の省略

３ 定額制訓練の要件変更

４ OJT訓練指導者の要件変更

５ 短時間勤務等制度の要件変更

６ OJTの実施要件の変更

特定訓練コース
正規雇用労働者を対象とし
た生産性向上に資する訓練
など

６ OJTの実施要件の変更

一般訓練コース
正規雇用労働者を対象とし
た訓練

特別育成訓練
コース

非正規雇用労働者を対象と
した訓練 ６ OJTの実施要件の変更

※ ①公共職業能力開発施設など、②申請事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設、
③学校教育法による大学等、④各種学校等（専修学校など）など

※ 情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、現受講中に質疑応答が行えるなど、
同時かつ双方向的に実施される形態の訓練

都道府県労働局・ハローワーク
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情報技術分野認定実習併用職業訓練のOJT訓練指導者の要件である、『資格（ITSSレベル
２以上）取得している者または情報処理・通信技術者としての実務経験が通算で「10年以
上」である者』のうち、実務経験の通算年数を「５年以上」に緩和しました。

雇用関係助成金 受付窓口一覧
(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/
kyufukin/toiawase.html

４ OJT訓練指導者の要件変更

５ 教育訓練短時間勤務等制度の要件変更

６ ＯＪＴの実施要件の変更

OJT訓練指導者が１日に指導できる受講者の人数は３名までとしていましたが、当該要件
を廃止しました。

都道府県労働局・ハローワーク

人材開発支援助成金 検索

本助成金のご利用にあたりご不明な点は、管轄の労働局･ハローワークにお問い合わせ下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

３ 定額制訓練の要件変更

【変更点１】
既に定額制サービス（サブスクリプション型の研修サービス）の契約期間の初日が到来
している場合※も助成対象としました。
※ 通常は、契約期間の初日から起算して１か月前までに計画届を提出している必要があります。

【変更点２】
定額制サービスのうち受講を修了した教育訓練が「２つ以上」必要とする要件を、「１
つ以上」に緩和しました。

【変更点３】
同時に複数の異なる定額制サービスを利用している場合に、１つの契約のみ支給対象と
する要件を廃止しました。

【変更点４】
定額制サービスでは、eラーニングで実施されるサービスを助成対象としていましたが、
同時双方向型の通信訓練で実施されるサービスも助成対象としました。

【変更点１】
制度を適用する回数の要件を「30回」から「１回」に緩和しました。

【変更点２】
所定外労働時間の免除を行う場合、制度を適用した最初の日の前日以前３か月の一月の
平均所定外労働時間が15時間以上である者に対して制度を適用する必要がありましたが、
当該要件を廃止しました。



ハローワーク

事業主・労働者の皆さまへ

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⇒P２、３
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 ⇒P２、３

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

※ ④、⑤については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります（労働
者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する
労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。）。

※ ③～⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、
その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目
的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して
個別に判断されることになります。

※ bの「出資（資金提供）等」には、出資（資金提供）のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

＜対象となる事業主＞

• 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
• 65歳までの継続雇用制度（70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。）

を導入している事業主

＜対象となる措置＞

次の①～⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）を講じるよう努める
必要があります。

改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されました

高年齢者就業確保措置について

６５歳までの雇用確保
（義務）

７０歳までの就業確保
（努力義務）

70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、
再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

管理番号：LL040325高01
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高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項
（高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針）

・ 高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行

い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。

・ 複数の措置により、70歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいず

れの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定

する必要があります。

・ 高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能

ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。

・ 高年齢者が従前と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や

教育・訓練等を事前に実施することが望ましいです。

・ 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定

められたものであっても、事業主が恣意的に一部の高年齢者を排除しようとするなど、高年齢者

雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するものは認められません。

全般的な留意事項

※70歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは、高年齢者雇用安定法に
基づき、ハローワーク等の指導・助言の対象となる場合があります。

継続雇用制度の場合 創業支援等措置の場合

① 70歳までの就業の確保が努力義務となること

から、契約期間を定めるときには、70歳までは

契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い契

約期間とすることがないように努めること。

② 70歳までの継続雇用制度は、特殊関係事業主

以外の他社により継続雇用を行うことも可能だ

が、その場合には自社と他社との間で、高年齢

者を継続して雇用することを約する契約を締結

する必要があること。

③ 他社で継続雇用する場合にも、可能な限り

個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等

に応じた業務内容、労働条件とすることが望ま

しいこと。

① 高年齢者のニーズや知識・経験・能力を踏ま

えて、業務内容や高年齢者に支払う金銭等を決定

することが望ましい。

② 創業支援等措置により就業する高年齢者につい

て、同種の業務に労働者が従事する場合における

安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による

保護の内容も勘案しつつ、事業主が適切な配慮を

行うことが望ましい。

③ 創業支援等措置により就業する高年齢者が被災

したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場

合には、事業主が、高年齢者が被災した旨を主た

る事業所を所管するハローワークに届け出ること

が望ましい。

基準を設けて対象者を限定する場合

その他、講ずる措置別の留意事項

定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金があります。
◆◆ ６５歳超雇用推進助成金 ◆◆

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

P1の③ P1の④⑤

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html


２の同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。

創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。

創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。計画を
作成する際には各事項を記載する上での留意事項にご留意ください。

⑴ 高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置
を講ずる理由

⑵ 高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
⑶ 高年齢者に支払う金銭に関する事項
⑷ 契約を締結する頻度に関する事項
⑸ 契約に係る納品に関する事項
⑹ 契約の変更に関する事項

⑺ 契約の終了に関する事項（契約の解除事由を含む）
⑻ 諸経費の取扱いに関する事項
⑼ 安全及び衛生に関する事項
⑽ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑾ 社会貢献事業を実施する団体に関する事項
⑿ ⑴～⑾のほか、創業支援等措置の対象となる労働
者の全てに適用される事項

・常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、または備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、当該事業所に労働者が

当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する（例：電子媒体に記録し、それを常時モニ
ター画面等で確認できるようにするなど）

創業支援等措置の実施に必要な措置について

１．計画を作成する

２．過半数労働組合等の同意を得る

※ 同意を得ようとする際には、過半数労働組合等に対して、（ア）労働関係法令が適用されない
働き方であること、（イ）そのために１の計画を定めること、（ウ）創業支援等措置を選択す
る理由を十分に説明するようお願いします。

※ 創業支援等措置（P１の④⑤）と雇用による措置（P１の①～③）の両方を講ずる場合は、雇
用による措置により努力義務を達成したことになるため、創業支援等措置に関して過半数労働
組合等との同意を必ずしも得る必要はありませんが、高年齢者雇用安定法の趣旨を考えると、
両方の措置を講ずる場合も同意を得ることが望ましいです。

１の計画について、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
※労働者の過半数を代表する労働組合がない場合は･･･
次に留意して過半数を代表する者を選出する必要があります。
・労働基準法第４１条第２号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
・創業支援等措置の計画に関する同意を行うことを明らかにして実施される投票、挙手等の方
法による手続きにより選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでない
こと

３．計画を周知する

創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護（労災保険など）の適用がありません。
創業支援等措置により就業する高年齢者には、
・上記１の計画を記載した書面を交付する
・（ア）労働関係法令が適用されない働き方であること、（イ）そのために１の計画を定める
こと、（ウ）創業支援等措置を選択する理由を丁寧に説明して本人の納得を得るよう努める
ようにお願いします。

【創業支援等措置の実施のために締結が必要な契約】
・上記１・２と合わせて、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。
・制度導入後に、個々の高年齢者と業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を締結する必要があります。



高年齢者等が離職する場合について

申請・お問い合わせ先

改正法や高年齢者就業確保措置について詳しくは、最寄りの労働局・ハローワークへお問い合わせく
ださい。https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

（独）高齢･障害･求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課では、65歳超雇用推進プ
ランナー等の派遣などにより、高年齢者の雇用に関する相談・援助を行っています。
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html

＜再就職援助措置等の対象となる高年齢者等の範囲の拡大＞

※① 創業支援等措置による契約が事業主の都合により終了する場合を含む
※② 65歳までについては、平成24年改正の経過措置として設けた継続雇用制度の対象者基準に該当せず離職する者

求職活動支援書

事業主は、 に該当する高年齢者が希望するときは、速やかに次の事項を記載した「求

職活動支援書」を作成し、本人に交付しなければなりません（義務）。

求職活動支援書に記載する事項：

（ア）氏名・年齢・性別、（イ）離職予定日（離職予定日が未定の場合はその時期）、（ウ）職務

の経歴（従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項等）、（エ）有する資格・免許・

受講した講習、（オ）有する技能・知識・その他の職業能力に関する事項。（カ）その他の再就職

に資する事項 ※解雇等の離職理由は記載しません。

令和3年度から追加

45歳以上60歳未満
で離職する者

60歳以上65歳未満
で離職する者

65歳以上70歳未満で
離職する者

解雇その他の事業主の都合による離職
（※①）

継続雇用制度の対象者基準（※②）に
該当しないことによる離職

創業支援等措置の対象者基準に該当し
ないことによる離職

定年年齢に到達したことによる離職

継続雇用制度の上限年齢に到達したこ
とによる離職

創業支援等措置の上限年齢に到達した
ことによる離職

A

B

事業主は、 または 部分に該当する高年齢者が再就職を希望するときは、

（ア）求職活動に対する経済的支援、（イ）求人の開拓、求人情報の収集・提供、再就職のあっせん、

（ウ）再就職に資する教育訓練等の実施、受講のあっせん等を講じるよう努めることとされています

（努力義務） 。

再就職援助措置

BA

多数離職届

事業主は、 または 部分に該当する高年齢者が同一の事業所において、1か月

以内に5人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する

情報等をハローワークに届け出なければなりません（義務） 。

BA

A

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html


求職者の皆さまへ

経験豊富なシニア世代の採用に意欲的な企業に対し、ご本人のニー
ズに応じた求人開拓を行います。

特長

１

ご本人の就業ニーズなどに応じて、シルバー人材センターをはじめ
とする関係機関の相談窓口について情報を提供します。

特長

２

厚生労働省・北海道労働局・ハローワーク

履歴書、職務経歴書の書き方や面接の受け方、求職活動の方法など
に関して、シニア世代の方に適したガイダンスを実施します。
また、就労のきっかけとなる職場見学、職場体験、各種セミナー等
を実施します。

◆ ガイダンス、職場見学等は、事前の予約が必要な場合があります。

◆「生涯現役支援窓口」の設置場所については、次ページの「生涯現役支援窓口」
を開設しているハローワーク一覧を参照してください。

◆ 詳しいご利用時間については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。

全国300カ所のハローワークに「生涯現役支援窓口」を設け、再就職などを目指

す概ね60歳以上の方を対象に、各種サービスを行っています。

｢生涯現役支援窓口｣のご案内

特長

３

65歳以上の方を、重点的に支援します！

シニア世代のための就職相談窓口

「生涯現役支援窓口」の主な特長

シニア世代の方の採用に意欲的な企業
の求人情報を提供します。

多様な就業ニーズなどに応じた情報
を提供します。

シニア世代の方に適した、各種ガイ
ダンス・職場見学等を実施します。

LL020401高01
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｢生涯現役支援窓口」を開設しているハローワークのご案内

関係機関の相談窓口

名称 所在地 電話番号

北海道
ハローワーク札幌 札幌市中央区南10条西14丁目 011-562-0101

ハローワーク札幌東 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10 011-853-0101

ハローワーク札幌北 札幌市東区北16条東4丁目3-1 011-743-8609

ハローワーク函館 函館市新川町26-6函館地方合同庁舎分庁舎 0138-26-0735

ハローワーク旭川 旭川市春光町10-58 0166-51-0176

ハローワーク帯広 帯広市西5条南5丁目2番地 0155-23-8296

ハローワーク北見 北見市青葉町6-8 北見地方合同庁舎 0157-23-6251

ハローワーク小樽 小樽市色内1-10-15 0134-32-8689

ハローワーク釧路 釧路市富士見3丁目2番3号 0154-41-1201

ハローワーク室蘭 室蘭市海岸町1丁目20番地28 0143-22-8689

ハローワーク苫小牧 苫小牧港町1丁目6-15苫小牧港湾合同庁舎 0144-32-5221

ハローワーク千歳 千歳市東雲町4-2-6 0123-24-2177

名称 所在地 電話番号

公益社団法人
札幌市シルバー人材センター中央支部

札幌市中央区大通西19丁目1-1
社会福祉総合センター 2階

011‐614‐2155

公益社団法人
札幌市シルバー人材センター西支部

札幌市西区琴似2条2丁目1-5
高道ビル 2階

011-615-8228

公益社団法人
札幌市シルバー人材センター東支部

札幌市白石区本通16丁目南４番26号
リフレサッポロ １階

011-826-3279

公益社団法人
函館市シルバー人材センター

函館市若松町33番６号
函館市総合福祉センター 2階

0138-26-3555

公益社団法人
旭川市シルバー人材センター

旭川市春光町3639番地４ 0166-51-1600

公益社団法人
帯広市シルバー人材センター

帯広市西13条南２丁目２番地１
帯広市シルバーいきいきプラザ

0155-38-2001

公益社団法人
北見市シルバー人材センター

北見市東三輪5丁目1番地16
サンライフ北見(北見中高年齢労働者福祉センター)

0157-23-6000

公益社団法人
小樽市シルバー人材センター

小樽市東雲町9番12号（旧堺小学校） 0134-33-9850

公益社団法人
釧路市シルバー人材センター

釧路市弥生２丁目１番33号 0154-44-5755

公益社団法人
室蘭市シルバー人材センター

室蘭市みゆき町２丁目７番14号 0143-45-8155

公益社団法人
苫小牧市シルバー人材センター

苫小牧市末広町１丁目15番７号
苫小牧市労働福祉センター内

0144-35-1700

公益社団法人
千歳市シルバー人材センター

千歳市本町3丁目11番地
千歳市シルバーワークプラザ内

0123-26-2277



新たな「生涯現役地域づくり環境整備事業」
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 ハローワーク札幌
さ っ ぽ ろ

 外国人
が い こ く じ ん

・留学生
りゅうがくせい

支援
し え ん

コーナー 
（下記ハローワークプラザにある、外国の方にしごとを紹介してくれるところ） 

ハローワーク札幌 外国人・留学生支援コーナーでは １，外国の方の おしごと さがし  

２，外国の方を雇いたい 会社（かいしゃ）を 応援（おうえん） しています！ 

 だれ が利用（りよう）できますか？ 

■日本
に ほ ん

で、はたらくことができる在留
ざいりゅう

資格
し か く

（日本
に ほ ん

に住
す

む資格
し か く

）と在留
ざいりゅう

期間
き か ん

（日本
に ほ ん

に住
す

む期限
き げ ん

）がある外国
が い こ く

の方
かた

・ 

アルバイトをさがす留学生
りゅうがくせい

（就職
しゅうしょく

活動
か つ ど う

の留学生
りゅうがくせい

は、新卒
しんそつ

応援
お うえ ん

ハローワーク
は ろ ー わ ー く

を利用
り よ う

してください。） 

■外国の方を雇うことを希望されている会社の方 

 なに を持っていきますか？ 

■利用
り よ う

登録
と う ろ く

には、在留
ざいりゅう

カード
か ー ど

（日本
に ほ ん

に長
なが

くいる外国
が い こ く

の方
かた

が持
も

っている身分
み ぶ ん

証明
しょうめい

のカード
か ー ど

）を持
も

ってきてください。 

在留
ざいりゅう

資格
し か く

が特定
と く て い

活動
か つ ど う

の方は、パスポートも持
も

ってきてください。 

 場所（ばしょ） は、どこ ですか？ 

◆住 所
じゅうしょ

◆ 

札幌市
さ っ ぽ ろ し

中央区
ちゅうおうく

北
きた

４条
４じょう

西
にし

５丁目
５ ち ょ う め

 

大樹
たいじゅ

生命
せいめい

札幌
さっぽろ

共 同
きょうどう

ビル ５階
  かい

 

（ハローワークプラザ内
は ろ ー わ ー く ぷ ら ざ な い

） 

JR札幌駅
さっぽろえき

 南 口
みなみぐち

 徒歩
と ほ

５分
  ふん

 

 何（なに）ができますか？ 

■外国人
がいこくじん

の方
かた

は… 
 

 

求 人
きゅうじん

検索
けんさく

・紹 介
しょうかい

 

●求人
きゅうじん

をさがしたい！ 
▶ 外国人

が い こ く じ ん

専用
せ ん よ う

の求人
きゅうじん

は、ありませんが、全国
ぜんこく

の一般
いっぱん

求人
きゅうじん

を相談
そうだん

しながら

探せます
さが

。また、自分
じ ぶ ん

で求人
きゅうじん

検索
け ん さ く

する方法
ほうほう

を教えます
おし

。 

応募
お う ぼ

書類
しょるい

添削
てんさく

 

●履歴書
り れ き し ょ

や志望
し ぼ う

動機
ど う き

が不安
ふ あ ん

 
▶ 応募

お う ぼ

書類
し ょ る い

の添削
て ん さ く

、作成
さ く せ い

のお手伝
て つ だ

いをします。 

面接
めんせつ

練 習
れんしゅう

 

●面接
めんせつ

所作
し ょ さ

・受け
う

答え
こた

 
▶ 面接

めんせつ

に関する
かん

相談
そ う だ ん

や練習
れんしゅう

を行う
おこな

ことができます。 

個別
こ べ つ

相談
そうだん

 

●就職
しゅうしょく

活動
か つ ど う

の相談
そ う だ ん

がしたい！ 
▶ ご本人

ほんにん

の状況
じょうきょう

に合わせて、スタッフが親身
し ん み

に個別
こ べ つ

支援
し え ん

します。 
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■事業所の方は…   

外国人雇用状況届出書の 

提出 
●雇用保険適用外 外国人届け出 

▶ 
雇用保険の被保険者とならない外国人で、中央区・南区・西区・手稲区に

当該外国人の労働場所がある事業所の提出窓口です。 

外国人の雇用相談 
●外国人を雇いたい企業の方 

▶ 
外国人雇用管理アドバイザーがご相談に応じます。 

（毎週水曜予約制） 

在留資格の相談 
●就職に関する在留資格 

▶ 在留資格は、お仕事をする上で重要です。（毎週水曜予約制） 

 利用のしかた 

● はじめて利用
り よ う

する方
かた

は、外国人
が い こ く じ ん

留学生
りゅうがくせい

支援
し え ん

コーナーに電話
で ん わ

【ＴＥＬ０１１－２００－９９２３】して、

「お名前
  な ま え

」「来所
ら い し ょ

 希望
き ぼ う

日時
に ち じ

」「在留
ざいりゅう

資格
し か く

」を伝
つた

えてください。 

● 支援
し え ん

コーナーの窓口
ま ど ぐ ち

に来
く

る前
まえ

にハローワークインターネットサービスホームページ（ＵＲＬ ： 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp）から仮登録
か り と う ろ く

しておくと、窓口
ま ど ぐ ち

で登録
と う ろ く

にかかる時間
じ か ん

が 短
みじか

くなり

ます。 

● 通訳
つ う や く

を利用
り よ う

した相談
そ う だ ん

を希望
き ぼ う

の方
かた

は、下
し た

に書
か

いている通訳
つ う や く

（英語
え い ご

・中国語
ち ゅ う ご く ご

・韓国語
か ん こ く ご

）がいる時間
じ か ん

に

電話
で ん わ

【TEL０１１－２００－９９２３】で予約
よ や く

をしてください。 

● 当日
と う じ つ

窓口
ま ど ぐ ち

での登録
と う ろ く

時間
じ か ん

は４０分
  ぷ ん

かかります。利用
り よ う

には、ハローワークへの登録
と う ろ く

と日時
に ち じ

の予約
よ や く

（相談
そ う だ ん

のときは、毎回
まいかい

）が必要
ひ つ よ う

です。 

● 利用
り よ う

登録後
と う ろ く ご

、外国人
が い こ く じ ん

担当
た ん と う

専門
せんもん

コーディネーター
こ ー で ぃ ね ー た ー

があなたの状況
じょうきょう

に合わせて
あ    

窓口
ま ど ぐ ち

で個別
こ べ つ

に支援
し え ん

い

たします。（求人
きゅうじん

の状況
じょうきょう

によっては、紹介
しょうかい

できないこともあります。） 

 月 火 水 木 金 

英 語  
１３時～１７時 

（１.２.４週） 
 １３時～１７時  

中国語   １３時～１７時   

韓国語     
１３時～１７時 

（１.２.４週） 

 

 通訳(つうやく)スケジュール 

予約制
よ や く せ い

 （１時間
１ じ か ん

単位
た ん い

） 

通訳
つ うや く

時間
じ か ん

は、予約制
よ や く せ い

です。 

相談
そうだん

予約
よ や く

と 同じ
お な  

時間
じ か ん

を

電話
で ん わ

でご予約
  よ や く

ください。 

詳細
しょうさい

は、ＨＰのカレンダー
か れ ん だ ー

で

ご確認
か く に ん

ください。 

◆◇ハローワーク札幌 

外国人・留学生支援コーナー◆◇ 

住所 : 札幌市中央区北４条西５丁目 

大樹生命札幌共同ビル５Ｆ 

ＴＥＬ : ０１１－２００－９９２３（予約・直通） 

時間 : 月～金曜日１０：１５～１９：００ 

（祝日・年末年始を除く） 

 

○月○日 

 



① 参加企業の募集・確認
・求人が充足しない、外国人雇用の経験が乏
しい中小企業を対象

② 参加企業向けセミナーの開催（※）
・外国人雇用に必要な知識・ノウハウ周知

③ 外国人材への情報発信・マッチング（※）
・海外向け求人情報発信サイト・現地面接会

地域外国人材受入れ・定着モデル事業

都道府県労働局 都道府県

○ 人手不足に対応した外国人材の受入れについては、①受け入れた外国人材が都市部等に集中するのでは
ないか、②中小企業においては受入れや雇用管理に関する知識・ノウハウ等が十分ではない、といった指
摘もあり、外国人材の職場や地域への定着を図るための事例を蓄積し、普及していく必要。

○ 受入れ・定着に積極的な都道府県をモデル地域として選定、当該モデル地域と都道府県労働局が連携し、
地域の特性を活かしつつ、「働きやすい職場」、「住みやすい地域」を作ることで、外国人材が円滑に職
場・地域に定着できるよう協調して施策を実施する。

⇒ 定着実績や効果的な支援内容等、２年間の事業成果を報告書にまとめ、他の地方公共団体等に周知。

事業の連携実施
雇用対策協定の締結等

A
社

B
社

C
社

地域の中小企業

国外の外国人材

① 地域企業・住民等への周知・広報
・共生社会の理念・取組の普及・啓発
・地域企業に対する本事業の周知

② 参加企業向けセミナーへの参画
・地域の支援体制等の周知

③ 地域の魅力の発信
・海外向け求人情報発信サイト・現地面接会
の場等での地域の魅力の発信

④ 就労面での定着サポート
・就労環境の改善、定着状況の確認
・定着に向けた研修（※）
・定期的な面談・アドバイス（※）
・地域でのネットワーキング（※）

④ 生活面での定着サポート
・相談、住居、言語、地域交流など生活面で
のサポート等の実施
・定着に向けた外国人材向け研修への参画
・その他地域の実情・特色を活かした支援

職場・地域への定着

注）新型コロナウイルス感染症の影響も十分に考慮する

（注）モデル地域の取組は、都道府県内の市町村、関係団体等
と協力して実施することも可能。

北海道 群馬 福井 岐阜 鹿児島モデル地域
（公募により決定）

（※）国からの事業委託により実施。受託者はそれ以外の取組についても幅広く助言等を行う。
なお、ハローワークによる国内人材募集・紹介は別途、通常業務として実施。

働きやすい職場

住みやすい地域

令和２年度予算額 428,576（0）千円
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